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第１章 県住生活基本計画の目的 

１．計画策定の背景

県においては，住生活基本法（平成 18 年法律第 61 号）の規定による国の住生

活基本計画（全国計画）に即して，平成 19 年３月に「鹿児島県住生活基本計画」

を策定し，その後，おおむね５年ごとに見直しを行いながら住生活の安定向上を

図るための施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

本計画は，おおむね５年で社会経済情勢・社会環境や住宅事情の変化に対応す

るための見直しを行うこととされていることに加え，令和３年３月国の住生活基

本計画（全国計画）見直しを踏まえ，このたび，平成 28 年３月に策定した「鹿児

島県住生活基本計画」を見直すこととしました。

あわせて，平成 30 年３月に策定した「鹿児島県高齢者居住安定確保計画」及び

平成 31 年３月に策定した「鹿児島県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計

画」についても見直すこととしました。 

また，令和２年６月にマンション管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年

法律第 149 号）が改正され，マンション管理適正化推進計画制度が創設されたこ

とから，新たに計画を策定することとしました。

２．計画の目的・位置づけ

（１）目的

本格的な人口・世帯減少時代の到来に加え，頻発・激甚化する自然災害や新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴う「新たな日常」などによる県民の住宅ニーズ

の高度化・多様化に対応し，県民の豊かな住生活を実現するため，住生活の安定

確保及び向上の促進に関する基本的な方針や目標及び推進すべき施策を定め，住

まいづくり・まちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的としています。

（２）位置づけ

住生活基本法第 17 条の規定に基づく「都道府県住生活基本計画」，高齢者の居

住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）第４条の規定に基づく「都

道府県高齢者居住安定確保計画」，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促

進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号）第５条の規定に基づく「都道府県賃貸

住宅供給促進計画」及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律第３条の

２の規定に基づく「都道府県マンション管理適正化推進計画」として位置づけま

す。 
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図 1 鹿児島県住生活基本計画の位置づけ 

３．計画期間

令和３年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 10 箇年を計画期

間とします。 

なお，社会経済情勢等の変化に対応するため，住生活基本計画（全国計画）の

見直しを踏まえ，おおむね５年後に見直しを行います。 

住生活基本計画 
（全国計画） 
R3～12 年度 

鹿児島県住生活基本計画 
R3～12 年度 

・高齢者居住安定確保計画 
・賃貸住宅供給促進計画 
・マンション管理適正化推進
計画 市町村 

住生活基本計画 

住生活基本法

・高齢者の居住の安定確保に関する法律 

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の

促進に関する法律 

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律 

関連計画 
・かごしま未来創造ビジョン 

・鹿児島すこやか長寿プラン 

・鹿児島県地域強靱化計画 

・鹿児島県建築物耐震改修促進計画

・地域住宅計画 など

反映
連携

反映
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第２章 住宅・住生活事情と課題 

本県は南北 600km にわたる広大な県土を有し，半島や離島地域などで多様な生

活文化があり，豊かな自然や個性ある歴史・文化を有する一方で，台風，豪雨な

どの自然災害を受けやすい特性もあります。また，県内各地において，空き家・

空き地の増加など住宅の維持管理の困難化，地域コミュニティの弱体化などの問

題が発生している事例も見られます。 

このように，地域の状況に応じて住宅を取り巻く環境や課題も異なってきます。 

〇市街地

老朽木造住宅が密集していることにより安全性や防災面で問題を有する市街地

や，人口や産業の空洞化などが進んだ結果，地域活力が低下している市街地も見

られます。このような市街地においては，居住環境の改善と活性化が求められて

います。 

さらに，現在は良好な居住環境や街並みを形成しているものの，居住者の高齢

化や転出などの問題に直面するおそれがある市街地では，住まいや街並みを適切

に維持していくことや，都市計画と連携したコンパクトなまちづくりなどが求め

られています。 

〇中山間・離島地域

中山間地域や半島地域，離島地域など地理的に不利な条件にある地域では，特

に少子高齢化に伴う人口減少が進んでいます。このような中，地域固有の伝統文

化等の活用による地域間及び圏域の中心都市との連携強化，人口減少や高齢化が

進む過疎地域などの集落における地域の再生を目指す取組として，地域おこし協

力隊など核となるリーダー等の人材育成，移住・交流の推進などにより，地域の

活性化を図る取組も見られます。 

こうした地域では，ＵＪＩターン者等の移住・定住促進のための住宅整備や集

落機能の維持を図る生活環境の整備等が求められています。 

本県では，このような多様な地域特性を踏まえながら，各種の現状と課題に対

応する必要があります。
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１．人口・世帯の動向

（１）人口・世帯減少時代の到来

総人口は既に減少傾向にあり，令和２年の国勢調査によると約 158 万８千人で，

前回調査（平成 27 年）より約６万人，3.6％の減少となっています。一般世帯数

は約 72 万６千世帯で前回より 0.5％増加しているものの，今後は計画期間内に減

少していくことが予測されています。

市町村別でみると，姶良市及び龍郷町以外の市町村で人口が減少していますが，

その増減等の状況は市町村で異なっています。
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昭和30 35 40 45 50 55 60 平成２ 7 12 17 22 27 令和２ 7 12 17 22

（千人/千世帯）

（年）

総人口 一般世帯数

図２ 総人口・一般世帯数の推移（鹿児島県） 

（資料：令和２年までは国勢調査） 

令和７年以降の人口は国立社会保障・人口問題研究所／都道府県の将来人口推計（平成 30年３月） 

令和７年以降の世帯数は国立社会保障・人口問題研究所／都道府県の将来世帯数推計（平成 31 年４月） 

注）人口の推計は令和 27 年（2045 年）まで，世帯数の推計は令和 22 年（2040 年）まで 
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表１ 市町村別人口増減率（平成 27 年～令和２年）

（資料：国勢調査）

図３ 市町村別人口増減率（平成 27 年～令和２年） 

人口増減率 市町村数
人口の
構成比

0%～ 姶良市(1.5%) 龍郷町(0.2%) 2 5.2%
三島村(-0.5%) 鹿児島市（-1.1%） 与論町（-1.4%) 十島村（-2.2%)
霧島市（-2.2%) 鹿屋市（-2.5%) 出水市（-3.4%) 伊仙町（-3.6%)
薩摩川内市（-4.0%) 奄美市（-4.3%) 日置市（-4.4%) 東串良町（-4.7%)
南種子町（-5.5%) 瀬戸内町（-5.8%) 宇検村（-6.2%） いちき串木野市（-6.5%)
大崎町（-6.9%) 指宿市（-7.2%) 志布志市（-7.3%） 長島町（-7.5%)
南さつま市（-7.8%) 中種子町（-7.9%） 知名町（-8.1%) 天城町（-8.3%)
西之表市（-8.6％） 和泊町（-8.6％） 喜界町（-8.8％） 屋久島町（-8.9%)
伊佐市（-9.6%) 曽於市（-9.7％） 南九州市（-9.9％）
徳之島町（-10.0%) 阿久根市（-10.0％） 枕崎市（-10.0%) 肝付町（-10.1％）
さつま町（-10.7％） 大和村（-12.2%) 垂水市（-12.3%) 湧水町（-13.2%)
錦江町（-14.1%) 南大隅町（-16.4%)

県全体 鹿児島県(-3.8%) 43 100%

市町村名

△5%～0%

△10%～△5%

△10%～

19 19.9%

10 7.7%

12 67.2%
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（２）少子・高齢化の進行

合計特殊出生率1は 1.63 で，全国の 1.36 よりも高い水準にあるものの，全体的

には減少傾向にあり少子化が進行しています。 

また，高齢化は全国より高い値で進行しており，65 歳以上の高齢化率は計画期

間末の令和 12 年には 36.7％に達すると予測されています。 

人口・世帯数の減少，少子・高齢化の進行，単身世帯の増加など家族構成の変

化などから，中山間地域だけでなく中心市街地や既成市街地においても，地域コ

ミュニティの活力やそこでの人々の結びつきの弱まりが懸念されています。 

1 合計特殊出生率：一人の女性が一生に産む子供の平均数。 

2.14 2.13 

1.91 
1.75 1.76 

1.54 
1.42 1.36 

1.26 
1.39 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 

2.39 
2.21 

2.11 
1.95 1.93 

1.73 
1.62 1.58 

1.49 
1.62 1.63 1.62 1.70 1.68 1.69 1.70 1.63 

0

1

2

3

S40 45 50 55 60 H2 7 12 17 22 25 26 27 28 29 30 R1

人

（年）

全国 鹿児島県

図４ 合計特殊出生率の推移（全国，鹿児島県）

（資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」，厚生労働省「人口動態統計」） 

図５ 高齢化率の推移（全国，鹿児島県） 

5.3% 5.7%
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7.1%
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9.1%
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8.5%
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12.7%

14.2%

16.6%

19.7%

22.6%

24.8%

26.5%

29.3%

32.5%

35.2%
36.7%

37.8%
39.4%

40.8%
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5%

10%

15%
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30%

35%

40%

45%

昭和

30

35 40 45 50 55 60 平成２ 7 12 17 22 27 令和２ 7 12 17 22 27

（年）

全国 鹿児島県

（資料：令和２年までは国勢調査,令和７年以降の人口は国立社会保障・人口問題研究所／都道

府県の将来人口推計（平成 30年 3 月）） 

注）平成 27 年、令和２年は不詳補完値による。平成 22年以前は分母から不詳を除いて算出。
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（３）高齢単身世帯の増加

令和２年の高齢単身世帯の割合は 16.4％，高齢夫婦のみ世帯の割合 15.7％と

なっています。高齢単身世帯の割合は全国でも２位の水準にあり，今後，割合・

世帯数とも増加すると予測されています。 

（４）住宅困窮者の多様化

近年の社会経済情勢の変化により，世帯人数に応じた適切な住宅の広さや性能

を有する住宅を自力で確保できないなどの住宅困窮者は，低額所得者だけでなく，

高齢者，障害者，ひとり親世帯，ＤＶ被害者，外国人など多様化しています。

これらの世帯については，賃貸住宅への入居を断られやすい傾向が見られるな

ど，民間賃貸市場では十分に対応できていない状況にあります。

図６ 高齢者世帯数の推移（鹿児島県） 

表２ 65 歳以上の高齢者がいる世帯数 上段：世帯数，下段：％

一般世帯
総数 高齢単身 高齢夫婦 その他

福岡県 2,318,479 888,596 284,223 271,952 332,421

38.3% 12.3% 11.7% 14.3%

佐賀県 311,173 151,769 36,646 39,590 75,533

48.8% 11.8% 12.7% 24.3%

長崎県 556,130 271,984 83,871 83,598 104,515

48.9% 15.1% 15.0% 18.8%

熊本県 716,740 334,262 92,410 98,823 143,029

46.6% 12.9% 13.8% 20.0%

大分県 487,679 228,413 69,725 74,052 84,636

46.8% 14.3% 15.2% 17.4%

宮崎県 468,575 216,054 70,639 72,768 72,647

46.1% 15.1% 15.5% 15.5%

鹿児島県 725,855 324,685 119,020 113,910 91,755

44.7% 16.4% 15.7% 12.6%

沖縄県 613,294 212,708 68,601 54,237 89,870

34.7% 11.2% 8.8% 14.7%

九州計 5,584,631 2,415,763 756,534 754,693 904,536

43.3% 13.5% 13.5% 16.2%

全国 55,704,949 22,655,031 6,716,806 6,848,041 9,090,184

40.7% 12.1% 12.3% 16.3%

※高齢夫婦世帯：夫婦いずれかが65歳以上の世帯 (資料：令和２年国勢調査)

   構成比は一般世帯総数に対する比率を示す

65歳以上の世帯員がいる世帯

注）高齢夫婦世帯：世帯主年齢が 65 歳以上の夫婦のみの世帯。各世帯割合は一般世帯総数に対する割合。 

資料：令和２年までは国勢調査。令和 7 年以降は国立社会保障・人口問題研究所推計「日本の世帯数の将来推計（都道府県推計）

（平成 31 年 4 月）による。 

H２年 7年 12年 17年 22年 27年 R２年
7年

（2025)

12年

（2030)

17年

（2035）

22年

（2040)

高齢単身世帯 63,683 76,009 88,542 96,567 105,021 110,741 119,020 131,874 135,286 136,265 135,612

高齢夫婦世帯 65,230 81,605 93,970 97,883 98,109 104,099 111,466 113,827 110,396 103,060 96,761

高齢単身世帯割合 9.7% 11.1% 12.4% 13.4% 14.4% 15.3% 16.4% 19.0% 20.3% 21.4% 22.5%

高齢夫婦世帯割合 9.9% 11.9% 13.2% 13.5% 13.5% 14.3% 15.4% 16.4% 16.5% 16.2% 16.1%

0%
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10%

15%
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0

50,000
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150,000
（世帯）
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図８ 障害者数の推移（鹿児島県） 

97,679 96,239 94,619 93,542 93,454

18,269 18,829 19,436 20,036 20,696

11,390 11,830 12,787 13,425 14,097

0

20,000

40,000
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140,000

H27 H28 H29 H30 R1

（人）

（年）

身体障害者 知的障害者 精神障害者

（資料：鹿児島県第６期障害福祉計画）

住宅困窮者が安心して住まいを確保

し，住み続けられるよう，民間事業者

やＮＰＯ法人，市町村などと連携しな

がら，住まいの確保と居住支援が求め

られています。

図 11 警察における配偶者からの暴力事案認知件数（鹿児島県） 

（資料：鹿児島県男女共同参画室）
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注）昭和 63 年度までは３月末，平成元年～令和元年は 12 月末） 

  平成 23 年までは外国人登録者数，平成 24 年以降は在留外国人数を掲載しており，それぞれの対象範囲

が異なるため，単純に数値を比較することはできない。  
（資料：かごしまの国際交流（令和３年２月））
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図 10 在留外国人数の推移（鹿児島県） 

図 7 ひとり親世帯数の推移（鹿児島県）

（資料：国勢調査）
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図９ 生活保護世帯の推移（鹿児島県）

（資料：かごしまこども未来プラン 2020）
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２．住生活に関わる社会的問題の顕在化

（１）自然災害

台風の常襲地帯であると同時に，シラス土壌や山と海が接近し平地が少ないと

いった地理的特徴があることから，土石流，地すべり，急傾斜地の崩壊等の被害

を受けやすく，これまで台風や集中豪雨によるがけ崩れ，浸水などの被害が多数

発生しています。 

特に，近年は自然災害が頻発・激甚化しており，人的・物的被害も多数発生し

ています。例えば，平成 30 年 7 月の西日本豪雨，平成 30 年台風 21 号（大阪地

方），令和元年９月の房総半島台風，令和２年７月豪雨など気候変動・異常気象の

影響などによる災害の甚大化が日本各地でみられ，過去に経験したことのない被

害が頻発するようになっています。本県においても，近年だけでも令和２年７月

豪雨，令和３年７月豪雨において，人的被害や家屋の被害が発生しています。 

平成 28 年 4 月に発生した

熊本地震，平成 30 年 6 月の

大阪府北部地震，10月の北海

道胆振(いぶり)東部地震な

どのような大規模な地震は，

いつどこで発生してもおか

しくない状況にあると指摘

されています。県内では奄美

地方やトカラ列島での地震

が頻発しており，南海トラフ

地震や津波に対する安全性

への関心も高まっています。 

また，桜島は大正噴火から

既に 100 年を経過しており，

活火山を多く抱える本県で

は，火山活動に対する備えも

必要です。 

さらに，既成市街地の中

には道路が狭く，老朽化し

た木造住宅が密集し，震災

等に対して脆弱で危険な状

況にある地域があります。 

平成30年住生活総合調査

では，地震や台風時などの

住宅の安全性を重視する県

民の意識がうかがえます。 

35.8%

33.8%

31.4%

29.7%

28.3%

25.5%

23.7%

22.1%

19.3%

17.4%

16.8%

16.7%

15.8%

15.6%

14.9%

14.7%

14.2%

13.9%

13.8%

12.7%

12.3%

12.0%

11.0%

10.1%

9.3%

9.1%

8.8%

7.8%

7.4%

6.5%

5.6%

5.1%

43.9%

46.0%

48.3%

50.0%

51.4%

54.3%

56.0%

57.7%

60.5%

62.4%

62.9%

63.1%

64.0%

64.1%

64.9%

65.0%

65.6%

65.8%

66.0%

67.1%

67.5%

67.8%

68.8%

69.6%

70.5%

70.7%

70.9%

71.9%

72.4%

73.3%

74.1%

74.7%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

20.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地震時の安全性(住)

台風時の安全性(住)

日当たり(住)

日常の買物などの利便(環)

治安(環)

防犯性(住)

医療・福祉・文化施設など(環)

災害時の避難のしやすさ(環)

広さや間取り(住)

火災に対する安全性(住)

水害・津波の受けにくさ(環)

断熱性(住)

歩行時の安全性(環)

通勤・通学の利便(環)

福祉・介護の生活支援サービス(環)

近隣の人やコミュニティとの関わり(環)

維持管理のしやすさ(住)

収納の多さ、使い勝手(住)

敷地の広さや日当たり、風通しなどの空間のゆとり(環)

騒音・大気汚染の少なさ(環)

高齢者への配慮（段差がない等）(住)

プライバシー確保(住)

いたみの少なさ(住)

水回りの広さ、使い勝手(住)

公園や緑、水辺などの自然環境(環)

周辺からの延焼のしにくさ(環)

遮音性(住)

省エネ性(住)

まちなみ・景観(環)

子どもの遊び場、子育て支援サービス(環)

親・子・親せきとの距離(環)

換気のよさ（臭いや煙などが残らない）(住)

重要と思う その他 不明

注１) (住) 住宅の個別要素  (環) 居住環境の個別要素 

注２) 平成 30年の調査では，従前の「外部からの騒音に対する遮音性」と「上下階や隣戸の生活音

などに対する遮音性」を「遮音性」に統合して調査した。 

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）

図 12 住宅及び居住環境に関して重要と思う項目 
（複数回答）（鹿児島県） 
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地震や台風・集中豪雨などの災害に強い住まいづくりのため，その備えを充実

するとともに，万が一災害が発生した場合には災害復興のフェーズに応じて住ま

いの確保を進めることが求められています。

（２）新たな日常

新型コロナウイルス感染症の流行は，移動の自粛要請などにより，国民・県民

の生活様式（ライフスタイル）に大きな影響を与えました。このような中で，新

型コロナウイルス感染症対策を日常生活に取り入れた「新しい生活様式」や，新

型コロナウイルス感染症を乗り越えていくため暮らしや働く場での感染拡大を防

止する習慣「新たな日常」に対応することが求められています。 

在宅勤務・在宅学習が日常的に行われるようになり，自宅で過ごす時間が増え

る一方，都市から地方への移住や二地域居住など居住地の選択に新しい動きも見

られるようになっています。 

また，非接触型のビジネスやＩｏＴ2のデジタル技術を活用した住まいづくりが

求められるようになり，ＤＸ3化の流れも加速しています。 

このようなことから，感染症予防に配慮した「新たな日常」に対応した住宅・

住環境整備への対応が求められています。 

2 ＩｏＴ：Internet of Things の略。モノのインターネット。家電，自動車，ロボット，施設などあらゆるモノがインターネッ

トにつながり，情報のやり取りをすることで，モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し，新たな付加価値を

生み出すコンセプトのこと。 
3 ＤＸ ：Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション，ＤＸ）は，将来の成長，競争力強化のために，新た

なデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改変すること。 

43.0%

38.9%

9.4%
2.9% 5.8%

図 13 新型コロナウイルス感染症流行に伴う住生活や住まいに対する意識への影響 

家族と過ごす時間の変化 
（対象：テレワーク実施者・非実施者全体）） 

家族と過ごすことに対する意識 
（対象：６％以上増加したと回答した人） 

23.5%

22.2%
24.6%

20.2%

2.3%

1.5% 1.9% 3.7%

「家族と過ごす時間が増加

した」人のうち 81.9％が「家
族と過ごす時間を今後も保
ちたい」と回答 

「増加した」と回答した人に対

し，「家族と過ごす時間を今後も保

ちたいと思うか」と質問 

ワークライフバランスの意識の変化（感染拡大前と比較して，仕事と生活のどちらを重視したいか） 

＜凡例＞

大幅に増加（51％以上増加）

増加（21～50％）

やや増加（６～20％増加）

概ね変化ない（５％減少～５％増加）

やや減少（６～20％減少）

減少（21～50％減少）

大幅に減少（51％以上減少）

わからない

＜凡例＞

保ちたい

どちらかというと保ちたい

どちらかというというと保ちたくない

保ちたくない

わからない

64.2%

34.4%

27.8%

55.1%

5.1%

5.1%

2.9%

5.4%

テレワーク実施者

テレワーク非実施者

（資料：社会資本整備審議会 第 53 回住宅宅地分科会 資料４（令和２年８月））

＜凡例＞

生活を重視するように変化

変わらない

仕事を重視するように変化

わからない

70.3％が「家族と過ごす
時間が増加した」と回答
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（３）環境問題

近年，世界規模で地球温暖化の影響と思われ

る集中豪雨や猛暑日が増加しており，県民の住

生活にも様々な影響がもたらされています。 

国の地球温暖化対策計画では，温室効果ガ

スの削減目標を 2030 年度において，2013 年度

比で▲46％としており，「新築される住宅につ

いてはＺＥＨ4基準の水準の省エネルギー性能

が確保されていることを目指す」としていま

す。また，2050 年の脱炭素化に向けて，住宅

の省エネルギー基準への適合義務化(2025 年)

や新築住宅における省エネルギー基準の段階

的な水準の引き上げが予定されています。 

区分 2022 年～ 2025 年～ 2030 年 2050 年 

ボトム 

アップ 

・支援措置における省エネ基準適合要件化 ・省エネ基準適合義務化 新
築
住
宅
で
Ｚ
Ｅ
Ｈ
基
準
の
水
準
の
省
エ
ネ

性
能
を
確
保

新
築
戸
建
住
宅
の
６
割
で
太
陽
光
発
電
設

備
を
導
入

ス
ト
ッ
ク
平
均
で
Ｚ
Ｅ
Ｈ
基
準
の
水
準
の
省
エ

ネ
性
能
を
確
保

導
入
が
合
理
的
な
住
宅
に
お
け
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
の
一
般
化

・公的機関による率先した取組（ZEH の標準化）／補助要件等の見直し 

レベル 

アップ 

・誘導基準を ZEH レベルに引上げ 

・低炭素建築物，長期優良住宅の認定基準を ZEH レベルに引上げ 

・住宅性能表示制度において ZEH レベル以上の多段階の等級を設定 

・住宅 TR制度に分譲マンションを追加 ・住宅 TR基準を ZEH レベルに引上げ

・ＺＥＨ等の住宅に対する補助による支援 

トップ 

アップ 
・ＺＥＨ＋，LCCM住宅5に対する補助による支援／低層共同住宅への展開等

既存 

・省エネ改修の推進（国や地方自治体における実行計画等を活用した省エネ改修

の実施，改修前後の合理的・効果的な省エネ性能の把握方法や評価技術の開

発など） 

・消費者が安心して省エネ改修を相談・依頼できる仕組みの充実・周知 

4 ＺＥＨ ：Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは，「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとと

もに，高効率な設備システムの導入により，室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で，再生

可能エネルギーを導入することにより，年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。 
5 ＬＣＣＭ：Life Cycle Carbon Minus（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス）住宅とは，ライフサイクル全体で CO2 排出

量がマイナスとなる住宅 

表３ 脱炭素社会に向けた住宅における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロードマップ 

（資料：鹿児島県地球温暖化対策室）

（資料：国土交通省「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」とりまとめ（令和 3年 8月 23 日公表））

図 14 平成 30年度の部門別二酸化炭素
排出割合（鹿児島県）

（資料：鹿児島県地球温暖化対策室）
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47.3%
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部門

21.0%

産業部門

16.8%

家庭部門

13.2%

エネルギー転換部門

1.5%

注）四捨五入の関係で合計が 100％にならない。 
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図 15 部門別二酸化炭素排出量の推移（鹿児島県） 
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（４）地域コミュニティ

人口減少・高齢化の進行は，居住地としての魅力や住環境の質の低下，さらに

は都市機能の低下，地域の活力，コミュニティの低下等を招くおそれがあります。 

「かごしま団地みらい創造プラン」によると，鹿児島市内の住宅団地の多くは

開発完了後 20 年から 50 年程度経過し，子世代の進学・就職等による団地外へ

の転出に伴う人口減少や開発当初の入居者の高齢化が進んでおり，今後も人口減

少・高齢化が進行すると予想されています。 

これらの住宅団地においては，誰もが安心して住み続けられるコンパクトなま

ちづくりと住民や事業者等との協働のもと活性化に向けた取組が求められます。 

一方，老朽住宅が密集し，道路，公園などの公共施設が著しく不足している既成

市街地については，災害時の火災による延焼などの危険性が高い状況にあり，居

住環境の整備や防災性の向上が求められています。

（５）消費生活や暮らしにおける紛争・トラブル

県民の生活様式の多様化や一人暮らしの高齢者の増加などを背景に，消費者と

事業者間のトラブルが発生しており，住宅リフォームを巡る詐欺事件などでは，

その内容も複雑化，悪質・巧妙化しています。

また，「令和元年度消費生活相談」（鹿児島県）の概要によると，退去時の原状

回復費用の請求や敷金精算など賃貸アパートに関する相談件数は，平成 27 年度

の 168 件から令和元年度は 124 件と減少傾向にあります。消費生活相談全体の相

談件数（4,107 件）の 2.8％，「レンタル・リース・賃借」に係る相談件数（209 件）

の６割を占めています。 

関係団体と連携した住宅相談窓口の設置・拡充などにより，相談件数は減少傾

向にあるものの，よりきめ細やかな住情報の提供や相談窓口の充実，地域と連携

した見守りや声かけの推進，取引時やリフォーム時における検査・保証制度の普

及が求められます。 

（資料：かごしま団地みらい創造プラン 令和３年３月）

62.3

58.7

54

51.2

43.1

0 20 40 60 80 100

自動車の運転ができなくなる

外出が困難になる

住宅の管理や庭の手入れが困難になる

一人暮らし（独居老人）になる

自分の身の回りのことができなくなる

（%）

図 16 団地内の高齢化に関する問題（鹿児島市） 

注）住宅団地の活性化に関するアンケート調査による 複数回答可 

表４ 賃貸アパートに関する相談件数の推移（鹿児島県消費生活センター） 

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R１年度
件数 168 154 137 130 124

（資料：鹿児島県消費生活相談統計）
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（６）地域固有の自然や歴史，文化，景観

生垣やサンゴの石垣等で統一された集落など，地域固有の歴史・文化を持ち，良

好な街並み景観を有する地域が県内各地に残されています。

これらの地域では，居住の魅力を高めるための地域にあった住宅や住まい方，

地域の景観を活用した住まいづくりまちづくりが求められています。

特に，令和３年７月に世界自然遺産に登録された奄美大島及び徳之島などの奄

美群島は長寿者の多い地域であり，合計特殊出生率も全国で上位を占める等，「長

寿・子宝」の島としての特性を有しています。この背景としては，奄美群島の持

つ亜熱帯性・海洋性の優れた自然環境，固有の食，伝統などの個性的な地域文化，

子どもを宝物として慈しみ地域で育てていこうという文化（結-ゆい-の精神）な

どがあげられ，これらの資源をまちづくり，産業の振興，観光の振興に活用する

取組が展開されています。 

より活力ある地域を創出するため，地域の文化を踏まえた長寿を支える住まい

づくりや子育てしやすい住まいづくりが求められています。
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３．住宅ストック・住環境の課題

（１）最低居住面積水準未満世帯の存在

平成30年の最低居住面積水準未満の

世帯の割合は 3.7％で，平成 25 年に比

べ増加しています。 

住宅の所有関係別でみると，民営借

家に居住する世帯の最低居住面積水準

未満の世帯の割合は平成25年の16.3％

から平成 30 年は 8.7％に改善していま

す。

■住生活基本計画（全国計画）に定める居住水準 

住生活基本計画において定められた，｢住宅性能水準｣，｢居住環境水準｣及び｢居住面積水準｣の３つの水準。

住宅性能水準とは，居住室の構成･設備水準等の基本的機能や，耐震性，防犯性等の居住性能及び省エネルギー等の

環境性能など，良好な住宅ストックを形成するための指針。

居住環境水準とは，地震･大規模火災に対する安全性や良好なコミュニティ･市街地の持続性など，地域の実情に応

じた良好な居住環境を確保するための指針。

居住面積水準とは世帯人数に応じた住宅の面積に関する水準で，最低居住面積水準と誘導居住面積水準の２つがある。

3.6%

3.2%

3.3%

3.7%

37.1%

38.0%

35.6%

34.5%

59.2%

58.8%

61.2%

61.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ15 鹿児島県

(N=699,700)

Ｈ20 鹿児島県

(N=718,200)

Ｈ25 鹿児島県

(N=713,700)

Ｈ30 鹿児島県

(N=709,000)

最低居住面積水準未満 最低～誘導居住水準 誘導居住面積水準以上

図 17 居住水準の状況（鹿児島県） 

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）注）N:主世帯総数 

図 18最低居住面積水準未満世帯率（鹿児島県） 
（住宅所有関係別） 
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（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）
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居住世帯と住宅の畳数の状況をみると，規模の大きな持家に１人または２人の

小人数で居住している世帯が多くなっています。一方，借家の３人～４人世帯で

は必要と考えられる面積を下回る住宅に多く居住しています。 

図 19 世帯人員別住宅の畳数分布（持家 鹿児島県） 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

65歳未満の単身

65歳以上の単身

高齢夫婦

その他の夫婦のみ
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６人以上の世帯

戸

11.9畳以下 12～17.9畳 18～23.9畳 24～29.9畳 30～35.9畳 36～47.9畳 48畳以上

65歳以上単身及び夫婦の持

家の３～４割は36畳（約60㎡）

以上の住宅に住んでいる

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）

図 20 世帯人員別住宅の畳数分布（借家 鹿児島県） 
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戸

11.9畳以下 12～17.9畳 18～23.9畳 24～29.9畳 30～35.9畳 36～47.9畳 48畳以上

３、４人世帯の借家の５～６

割は23.9畳（約40㎡）以下の

住宅に住んでいる

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）
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（２）住宅ストックの老朽化

住宅の建築時期別割合をみると，昭和55年以前の住宅が29.5％と全国（24.6％）

よりも高い割合となっています。

公営住宅については，令和元年現在，県営，市町村営合わせて約４万８千戸が

管理されています（県営：約 1万２千戸，市町村営：約３万６千戸）。 

このうち，住宅不足を解消するために昭和 40 年代から昭和 50 年代初頭に大量

に建設されたものについては，狭小なものが多く，構造や設備の老朽化が進んで

いることから，計画的な建替や改善等が進められています。

図 21 住宅の建築時期別住宅数割合（全国，鹿児島県）

（資料：住宅統計調査，住宅・土地統計調査）注）不詳除く構成比 

図 22 鹿児島県の公営住宅の構造別住宅戸数（県営＋市町村営）
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（資料：鹿児島県 令和２年３月末現在）
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（３）耐震性が不明な住宅

人が居住する住宅総戸数約 71 万戸のうち，新耐震基準が施行された昭和 56 年

以前に建築された住宅（旧耐震基準）は約 20 万８千戸あります。耐震化率は平成

25 年の 75％から平成 30 年は 82.3％と向上していますが，耐震診断で耐震性が確

認されている住宅（約 7 万２千戸）と耐震改修済の約１万戸を除いた耐震性が不

明な住宅は未だ約 12 万５千戸（17.7％）と推計されています。また，共同住宅に

比べて，戸建て住宅は耐震性が不明なものの割合が高くなっています。 

（４）空き家・空き家率の増加

総住宅数は約 88 万戸，総世帯数は約 72 万世帯で，１世帯当たりの住宅数は 1.23

戸となっています。また，平成30年の空き家戸数は約16万７千戸，空き家率は19.0％

と増加傾向にあります。 

空き家率は全国で第６位とその割合は高く，特に，本県では居住目的のない「その

他の住宅」の総戸数に占める割合は 12.0％（全国第２位）となっています。 

図 23 総住宅数，総世帯数，１世帯あたり住宅数の推移（鹿児島県）

（資料：住宅統計調査，住宅・土地統計調査）

表５ 住宅の耐震化率の状況（鹿児島県） 

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査から推計）
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表６ 都道府県別の 1世帯当たり住宅数，空き家率，住宅総数に占める 

「その他の空き家」の割合 

都道府県 戸 都道府県 ％ 都道府県 ％
1 山梨県 1.27 山梨県 21.3 高知県 12.8
2 和歌山県 1.26 和歌山県 20.3 鹿児島県 12.0
3 長野県 1.25 長野県 19.6 和歌山県 11.2
4 徳島県 1.24 徳島県 19.5 島根県 10.6
5 鹿児島県 1.23 高知県 19.1 徳島県 10.3
6 高知県 1.23 鹿児島県 19.0 愛媛県 10.2
7 愛媛県 1.22 愛媛県 18.2 山口県 9.9
8 香川県 1.22 香川県 18.1 香川県 9.6
9 山口県 1.21 山口県 17.6 宮崎県 9.1
10 栃木県 1.21 栃木県 17.3 三重県 9.1

1世帯当たり住宅数 空き家率
住宅総数に占める
「その他の空き家」の

割合

1 4 2 5 8 4 5 4 
18 
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図 24 空き家の種類別戸数の推移と内訳（鹿児島県）
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（資料：住宅統計調査，住宅・土地統計調査）

注）二次的住宅 ：別 荘（週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で，ふだんは人が住んでいない住宅やふ
だん住んでいる住宅とは別に，残業で遅くなったときに寝泊まりするなど，たまに寝泊まりしている人がいる

住宅） 
賃貸用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸のために空き家になっている住宅 
売却用の住宅：新築・中古を問わず，売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅：上記以外の人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や
建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など（注：空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。）

注）割合の合計は四捨五入の都合上 100％とならない場合がある 

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）
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また，空き家の内訳

を市部・市部以外でみ

ると，その他の住宅は，

市部以外では 84.2％

とかなり高く，市部で

も59.7％と6割を占め

ています。市部以外で

は賃貸売却用の空き家

の割合が 13.6％に過

ぎず，市場に流通して

いない空き家が多いと

推測されます。 

（５）住宅の省エネルギー化への対応

「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」において，

2025 年度に全ての新築住宅・建築物が適合義務化，2030 年度に新築される住宅・

建築物についてＺＥＨ基準の省エネ性能が確保され，新築戸建住宅の６割に太陽

光発電設備が導入されていること，そして 2050 年にはストック平均でＺＥＨ基

準の水準の省エネ性能が確保されることを提言されるなど，住宅部門における省

エネルギー化・脱炭素化の推進が求められています。 

統計では，「太陽熱を利用した温水機器等」や「太陽光を利用した発電機器等」

の設置割合は全国を上回っていますが，窓を二重サッシや複層ガラスにした住宅

の割合は全国の半分以下と低い状況にあります。 

図 25 空き家の種類別割合
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（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）

図 27 省エネルギー設備の内容 
（全国）
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（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）

図 26 省エネルギー設備の内容 
（鹿児島県）
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（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）
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（６）マンションの管理問題

分譲マンションのストック数をみると，全世帯の 3.4％（全国 10.4％）が分譲

マンションに居住していると推定されます。 

分譲マンションの建設戸数をみると，平成 16 年度（1,612 戸）をピークに，令

和 2年度は 390 戸と減少傾向にあります。それらの多くは鹿児島市内に立地して

おり，令和元年度は 423 戸のうち 271 戸が鹿児島市内で，全体のほぼ２／３を占

めています。 

また，分譲マンション築年数別戸数をみると，築後 20 年以上経過し，外壁改

修等の大規模修繕に向けた検討が必要となる戸数は平成30年で9,900戸（40.6％）

あり，今後も増加すると予測されます。これらの維持管理については，入居者の

高齢化や賃貸化等により大規模修繕費用の確保が困難になるなど維持管理面の

問題や，空き室の増加等が懸念されることから，その適切な管理が求められます。

（資料：鹿児島県住宅政策室）

図 29 分譲マンション戸数・棟数の推移 

（鹿児島市内に立地する 50 戸以上のマンション） 
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（資料：鹿児島県住宅政策室）

図 28 分譲マンション建設戸数の推移（鹿児島県） 

表７ 分譲マンション戸数（全国，鹿児島県） 

総数a マンションb b/a 総数a マンションb b/a

戸数(住宅数) 53,616,300 5,559,900 10.4% 709,000 24,400 3.4%

居住者数
（世帯人員）

123,990,900 12,857,601 - 1,553,500 53,463 -

注1）マンション：持家・共同住宅・非木造 (資料：平成30年住宅・土地統計調査)

注2）マンションの居住者数は戸数比から推定

全国 鹿児島県

表８ 分譲マンション築年数別戸数

マンション総数
築20年以上

(H7以前建築)

総数に占め

る割合

全国 5,559,900 3,280,600 59.0%

鹿児島県 24,400 9,900 40.6%

（資料：平成30年住宅・土地統計調査）
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（７）高齢者の住まいの安定確保

介護の必要な高齢者が増加しており，見守りが必要な高齢者も年々増加してい

ます。令和 22 年（2040 年）には要介護認定者は 12 万人を超えると見込まれてい

ます。 

高齢者向けの住まいの整備

状況をみると約１万３千５百

戸弱で，高齢者人口に占める割

合は 2.7％となっています。 

高齢者のみ世帯数は増加傾

向にあることなどから，引き続

き高齢者向けの住宅ストック

確保を図ることが求められて

います。 

表 10 高齢者向けの住まいの状況（鹿児島県）

定員・戸数

有料老人ホーム 8,860人

軽費老人ホーム・ケアハウス 1,302人

シルバーハウジング 462戸

サービス付き高齢者向け住宅 2,558戸

高齢者向け優良賃貸住宅 74戸

セーフティネット登録住宅
（高齢者対象）

184戸

13,440人(戸)

505,980人

2.7%

（資料：鹿児島県）

注）住宅・施設は令和３年３月末現在。

　　 高齢者人口は令和２年４月１日現在。（鹿児島県年齢別推計人口調査）

区分

高齢者向け住宅　計　[A]

高齢者（65歳以上）人口[B]

対高齢者人口に占める割合[A/B]

住
宅
・
施
設
名
称

80,003 80,291 85,315
94,866 98,534 100,383 100,476

18.7 18.1 18.9 20.6 20.2 19.8 19.6

15.1 15.9 16.2 17.6 17.9 18.3 18.7

0

10

20

30

40

50

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

H15 H18 H21 H24 H27 H30 R1

（％）（人）

（年度末）

要介護認定者数の推移（各年度末）
認定者数 県認定率 全国認定率

図 30 要介護認定者数及び認定率の推移（鹿児島県） 

（出典：鹿児島すこやか長寿プラン 2021 令和３年３月）

 表９ 認定状況の長期推計（鹿児島県） 

（出典：鹿児島すこやか長寿プラン 2021 令和３年３月）

（単位：人）
区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

第1号被保険者数（Ａ） 518,374 520,863 522,726 525,479 494,968
要支援1 13,298 13,449 13,579 13,773 15,817
要支援2 13,096 13,260 13,359 13,503 15,520
要介護1 21,711 22,004 22,218 22,529 26,239
要介護2 15,501 15,703 15,797 15,992 18,383
要介護3 12,969 13,161 13,322 13,557 15,657
要介護4 14,380 14,602 14,760 14,986 17,286
要介護5 10,720 10,915 11,020 11,220 12,888
計（B) 101,675 103,094 104,055 105,560 121,790
認定率（Ｂ／Ａ） 19.6% 19.8% 19.9% 20.1% 24.6%
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サービス付き高齢者向け住宅は令和３年３月末現在，2,558 戸が登録されてい

ます。平成 27 年度に比べ 19.6％増えているものの，近年は登録戸数の伸びが鈍

化しています。登録住宅の所在地は鹿児島市内が 45％を占めています。 

図 31 高齢者の住まいの概念図
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設（特養） 

・介護老人 

保健施設 

・介護医療院 

・介護療養型医療

施設 

図 32 サービス付き高齢者向け住宅登録状況（累計）

（資料：鹿児島県）
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「令和元年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「高齢者等実態調査」による

と，８割を超える高齢者は現在の住居に住み続けることを希望しています。また，

要介護（要支援）者は，身体機能の低下，病気，認知症などを心配していること

から，高齢者の在宅生活の支援の充実が求められています。 

図 33 サービス付き高齢者向け住宅の登録状況

（資料：鹿児島県）

図 34 今後希望する生活場所（単純回答Ｎ＝27,166） 
注）要介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢者に対する設問

図 35 日常生活で困っていること 

（介護・医療・住まいに関すること） 
（複数回答N=15,922）  

注）要介護（要支援）認定者で，介護保険施設等に入所していない者

に対する設問

市町村名 件数 戸数
鹿児島市 44件 1,147戸
鹿屋市 4件 95戸
枕崎市 2件 59戸
阿久根市 2件 60戸
出水市 6件 142戸
指宿市 1件 37戸
西之表市 1件 13戸
薩摩川内市 6件 154戸
日置市 4件 217戸
曽於市 1件 23戸
霧島市 10件 209戸
いちき串木野市 3件 105戸
南さつま市 1件 24戸
奄美市 1件 30戸
南九州市 4件 77戸
姶良市 4件 95戸
さつま町 1件 18戸
湧水町 1件 19戸
瀬戸内町 1件 20戸
徳之島町 1件 14戸

計 98件 2,558戸

83.2%

3.1%

0.7%

1.5%

1.2%

0.5%

1.5%

1.7%

1.2%

5.3%

0 20 40 60 80 100

現在の住居にずっと住み続けたい

買い物や通院に便利な市街地に住居を買って（借りて）移り住みたい

自然豊かで静かな環境の郊外に住居を買って（借りて）移り住みたい

家族や親族，兄弟姉妹のところへ移り住みたい

高齢者対応の住宅やアパートに移り住みたい

グループホームに入居したい

有料老人ホーム・軽費老人ホームに入居したい

介護保険施設に入所したい

その他

無回答

（％）

29.6%

48.2%

24.1%

14.0%

15.9%

2.4%

5.1%

23.1%

14.6%

5.8%

9.4%

0 20 40 60 80 100

病気

身体機能の低下(握力や脚力の低下，そしゃく力の低下等)

認知症になること

緊急に施設・病院への入所が必要になること

経済的負担

介護に関する情報の入手方法がわからない

住まい（手すりの取付，段差解消など）

介護者（家族など）の心身の負担

特に不安はない

分からない

無回答

（％）

（資料：令和元年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／高齢者等実態調査）

令和３年３月 31 日現在
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（８）既存住宅のバリアフリー化

高齢化が進み，高齢者のみの世帯の割合が高い本県にあっては，住宅のバリア

フリー化を促進する必要があります。これは，高齢者が暮らしやすいだけでなく，

高齢者の家庭内事故を防止することにもつながります。しかしながら，65 歳以上

の高齢者が居住する住宅において，２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消

といった一定のバリアフリー化がなされた住宅は 40.9％となっており，高齢者等

が安心して生活できる住宅のバリアフリー化が求められています。 

（９）住宅確保要配慮者の住まい

入居制限に関するアンケート調査結果によると，外国人や高齢者，障害者の世

帯に対して入居を制限している民間事業者は２～３割強あり，その理由として高

齢単身や高齢者のみの世帯は「孤独死の不安」，外国人は「異なる習慣や言語に不

安」，低額所得者は「家賃の支払いに不安」があげられています。また，これらに

必要な支援として，死亡時の残存家財の処理，見守りなどの居住支援，家賃債務

保証の情報提供，入居トラブルの相談対応などが求められています。 

低額所得者や障害者など住宅の確保に配慮を要する者（住宅確保要配慮者）の

入居を拒まないセーフティネット住宅の登録戸数は，令和３年３月末現在で 193

戸となっています。

注）一定のバリアフリー：２箇所以上の手摺設置又は屋内の段差解消に該当 

高度のバリアフリー：２箇所以上の手摺設置又は屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当 

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査） 

表 11 九州各県のバリアフリー化率

一定のバリアフリー化率 高度のバリアフリー化率 一定のバリアフリー化率 高度のバリアフリー化率

全国 34.6% 8.7% 42.4% 11.3%

福岡県 33.6% 8.1% 41.1% 10.3%

佐賀県 38.6% 8.9% 46.0% 10.9%

長崎県 35.5% 8.2% 43.7% 10.1%

熊本県 34.8% 8.1% 42.5% 10.0%

大分県 34.9% 8.2% 43.2% 9.9%

宮崎県 33.6% 7.2% 40.8% 9.0%

鹿児島県 34.6% 7.8% 40.9% 9.4%

＜全住宅＞ ＜65歳以上の世帯員のいる世帯＞

図 36 入居制限の状況 
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低額所得世帯(n=135)

ホームレス(n=135)

更生保護対象者(n=135)

制限している 条件付きで制限 制限なし その他 無回答

（資料：「住宅確保要配慮者居住実態等追跡調査報告書」令和３年１月 鹿児島県居住支援協議会）
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表 12 入居制限に関するアンケート調査結果のまとめ（属性別） 

世帯属性 入居制限の状況 入居制限の理由 

（複数回答） 

必要な居住支援策（複数回答） 
 ●第１位 ◎第２位 ○第３位

制限して

いる 

条件付き

で制限し

ている 

第１位 

（％） 

第２位 

（％） 

入居を拒

まない物

件の情報

発信 

家賃債

務保証

の情報

提供 

契約手

続きの

サポート

見守りや

生活支

援 

死亡時

の残存

家財処

理 

入居トラ

ブルの

相談対

応 

高齢単身

世帯 

7％ 35％ 孤独死など

の不安

（75％） 

保証人がい

ない（39％）

 ○ 
（43％）

 ◎ 
（51％）

● 
（66％）

高齢者の

み世帯 

5％ 31％ 孤独死など

の不安

（37％） 

保証人がい

ない（29％）

 ○（39％）  ◎ 
（44％）

● 
（47％）

障がい者

のいる世

帯 

2％ 27％ 衛生面や

火災等の

不安

（36％） 

近隣住民と

の協調性に

不安（31％）

○ 
（31％）

○ 
（31％）

 ● 
（44％）

 ◎ 
（38％）

ひとり親

世帯 

1％ 13％ 家賃の支

払いに不

安（39％） 

保証会社の

審査に通ら

ない（33％）

● 
（42％）

 ◎ 
（34％）

 ○ 
（27％）

子育て世

帯 

1％ 10％ 保証会社

の審査に

通らない

（40％） 

家賃の支払

い に 不 安

（27％） 

○ 
（21％）

● 
（39％）

 ◎ 
（27％）

 ◎ 
（27％）

外国人世

帯 

12％ 32％ 異なる習慣

や言語へ

の不安

（53％） 

近隣住民と

の協調性に

不安（49％）

 ○ 
（37％）

◎ 
（41％）

  ● 
（50％）

低額所得

世帯 

9％ 27％ 家賃の支

払いに不

安（54％） 

保証人がい

ない（46％）

● 
（47％）

   ◎ 
（32％）

ホームレ

ス 

36％ 16％ 家賃の支

払いに不

安（61％） 

保証人がい

ない（56％）

○ 
（26％）

● 
（39％）

 ◎ 
（27％）

 ● 
（39％）

更生保護

対象者 

33％ 14％ 近隣住民と

の協調性

に不安

（56％） 

家賃の支払

い に 不 安

（49％） 

○ 
（29％）

◎ 
（36％）

   ● 
（47％）

（資料：「住宅確保要配慮者居住実態等追跡調査報告書」令和３年１月 鹿児島県居住支援協議会）
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４．住宅市場

（１）住宅着工戸数

平成 21 年度に年間 8,241 戸にまで落ち込んだ住宅着工戸数は，その後１万戸台

を回復したものの，令和２年度には 8,728 戸となっています。 

利用関係別にみると，貸家の落ち込みがやや目立っています。 

（２）木造住宅需要

新設住宅着工における木造率をみると，令和２年

度は 69.6％と，全国（57.5％）と比べ，12 ポイン

ト高くなっています。ストックにおいても木造住宅

の割合が 68.5％と，全国（57.0％）と比べて高くな

っています。 

このような県民の高い木造住宅志向に対応する

ため，県内の木造住宅産業の振興を図ることが求め

られています。 

図 38 新設住宅着工における木造率の推移（鹿児島県）
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表 13 木造住宅率（平成 30 年）

木造住宅率
(木造＋防火木造)

全国 57.0

福岡 46.9

佐賀 71.4

長崎 67.8

熊本 66.1

大分 63.4

宮崎 69.5

鹿児島 68.5

（資料：平成30年住宅・土地統計調査）

図 37 利用関係別新設住宅着工戸数の推移（鹿児島県） 

9,319 9,133
8,511

9,556

10,564

11,583

9,648
10,626

7,384 7,573
7,885

7,077

5,836 5,460

5,578 5,536

5,105 5,201
4,676 4,408

4,180 4,577
4,688 4,686

5,498

4,260 4,377
4,568

4,533 4,757 4,618 4,330

8,478

6,989

5,260 5,162
3,889

5,180
6,002

7,705

6,698 6,731

5,369 4,905

6,070 5,501

5,342
5,496

6,642
6,059

5,618
4,923

3,439 3,507

3,135
4,054 4,446

4,384 4,808 5,046

3,843
3,214

2,592 2,833

427 567 408 504 324 345 386 233 289 103 252 213 258 168 78 127 132 50 170 260
60 62 42 159 103 64

107 83 155 84 70 102

2,608 2,389
1,416 1,329

1,257
1,784

1,997
1,189 1,289 1,163 1,177 1,439 1,542 1,278 1,025

2,061 1,642 1,816
1,183 1,589

562 795 1,054 1,149
1,234 1,223

1,848
1,328 1,518 1,952 1,550 1,463

20,832

19,078

15,595
16,551

16,034

18,892
18,033

19,753

15,660
15,570

14,683

13,634 13,706

12,407
12,023

13,220 13,52113,126

11,647
11,180

8,241
8,941 8,919

10,048
11,281

9,931

11,140 11,025

10,049 10,007

8,830 8,728

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成

元

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元

2

戸

（年度）

持家 貸家 給与住宅 分譲住宅 合計

（資料：新設住宅着工統計）



27

（３）地域住宅産業

地域の住宅供給を担ってきた大工・工務店等の地域住宅産業は，社会経済情勢

の変化を背景に技能者の高齢化や後継者不足の問題も抱え，厳しい状況が続いて

います。大工工事業及び木造建築工事業の事業所数は昭和 44 年，従業者数は昭和

56 年をピークに減少傾向が続いていましたが，歯止めがかかりつつあります。大

工就業者の減少は，現場の状況に的確に対応できる知識や技能を必要とする住宅

リフォーム等に影響するおそれがあります。 

一方，近年では木材等の自然素材の活用，住宅の性能向上，設備の高機能化，高

齢者等に配慮したバリアフリーリフォーム，省エネ基準の説明義務化など，需要

の多様化，技術等の高度化・ＤＸ化などに対応できる技術力が求められています。 

住宅供給の担い手である大工などの技能者の高齢化や就業者数の減少に対し，

県民のニーズに適切に対応できるよう，担い手の育成が課題となっています。

これらの課題解決のためには，地域住宅産業に関わる様々な団体等との連携を

強化していくことが求められます。また，将来にわたって安全・安心な住まいづく

り・地域づくりを実現していく上で重要な役割を担う地域住宅産業の育成・振興

が求められています。

図 39 大工工事業及び木造建築工事業の推移（鹿児島県）

（資料：事業所・企業統計調査・H21 以降は経済センサス）
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（４）ストック市場

持ち家として取得した中古住宅の割合は，増加傾向にあります。

空き家の活用も含め，中古住宅市場の拡大を図るためには，安心して中古住宅

の購入やリフォームが行えるようインスペクション（建物状況調査）や瑕疵担保

保険等の普及など既存ストック活用に向けた市場環境を整備する必要があります。

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である

長期優良住宅の認定実績は増加傾向にあり，新設住宅着工戸数に占める割合は１

割前後となっています。

長持ちする住宅ストックの形成の観点から，近年頻発する災害への対応も踏ま

えながら，長期優良住宅の普及を図ることが求められています。

注）住宅・土地統計調査上の中古住宅の購入とは，他の世帯が住ん
でいた住宅を購入した場合で，借りていた住宅を購入した場合

もここに含めている。 
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図 40 持ち家として取得した中古住宅数 
及び総住宅数に占める割合の推移（鹿児島県）

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）

図 41 長期優良住宅（新築）の認定実績（鹿児島県）
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５．県民の住意識

（１）住宅及び居住環境に対する評価

住宅・居住環境に対する総合評価をみると「満足している」（26.5％），「まあ満

足している」（56.5％）となっており，８割以上が満足していると回答し，その割

合は増加傾向にあります。

（２）住宅の不満要素

住宅の個別要素別の不満

率をみると「地震時の住宅の

安全性」，「台風時の住宅の安

全性」，「住宅のいたみの少な

さ」，「高齢者等への配慮」が

４割以上と高くなっていま

す。 

住宅の性能や機能に関し

て安全性の確保に努めると

ともに，安心して暮らせる住

宅とすることが求められて

います。 

図 42 住宅及び居住環境に対する総合的な評価（鹿児島県） 

（資料：住宅需要実態調査，住生活総合調査）

図 43 住宅の個別要素に対する評価 
（不満率 鹿児島県） 

（資料：平成 30 年住生活総合調査）
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（３）リフォームへの関心

今後５年以内の住み替え・改善意向についてみると「できれば住み替えたい」が

7.1％と全国（12.4％）と比べ低い反面，「リフォームを考えている」は 5.3％で全

国（5.1％）より若干高くなっています。 

一方，今後５年以内の住み替え・改善の課題をみるとリフォームにおいては「資

金の不足」が 68.4％で全国（45.5％）よりも高く「信頼できる業者がいない」も

高くなっています。 

このようなことから，県民のリフォームへの関心に対応して消費者が必要とす

る情報を容易に入手できるような体制整備が求められています。 

図 45 今後５年以内の住み替え・改善の課題（複数回答）（全国・鹿児島県）

（資料：平成 30 年住生活総合調査）
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図 44 今後５年以内の住み替え・改善意向（全国・鹿児島県） 

（資料：平成 30 年住生活総合調査）
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（４）親世帯と子の住まい方

本県の親世帯と子世帯の住まい方をみると，全国と比べ「同居」の割合が低い一

方で，「近居」（片道 15 分未満の場所に住む）が 26.0％と全国（23.8％）と比べ高

くなっています。 

（５）親の家の相続対応

将来相続する住宅の利用意向は「住む，または建替えて住む」の割合が 40.0％

と最も高く，次いで「分からない」29.6％，「住宅を賃貸・売却する」が 20.8％の

順となっていますが，全国と比べ「空き家にしておく」，「さら地にする」の割合が

高くなっています。

図 47 相続する可能性のある住宅の利用意向（複数回答）（全国・鹿児島県） 
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図 46 親世帯と子の住まい方（鹿児島県，全国） 

※一緒に住んでいる：同じ建物又は敷地内に住んでいる場合も含む

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査）
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６．住まいづくり・まちづくりの担い手

（１）住まいづくりやまちづくり主体の多様化

中心市街地，郊外市街地，中山間地域や離島・半島地域の集落など，地域によっ

て住宅事情は異なります。また，麓集落などの伝統的な街並み景観の保全や気候・

風土にあった環境にやさしい住まいづくりなど，地域固有の課題があります。

そのような中，さまざまなテーマ，目的を持って主体的に住まいづくり・まちづ

くりに取り組む地域住民の団体6，建築士などの専門家のネットワーク7，民間事業

者等の活動が見られるようになっています。

（２）さまざまな分野施策との連携や事業実施手法の多様化

地域がもつ多様な住宅事情と課題に適切に対応していくため，医療・福祉分野

と連携したサービス付き高齢者向け住宅の普及や住宅と福祉が連携した住宅セー

フティネット，弁護士や司法書士などの専門家と連携した空き家対策，林業分野

と住宅分野が連携した地域材を活用した家づくり，不動産事業者と連携した既存

住宅のインスペクション（建物状況調査）の実施と既存住宅の流通促進への取組

など，多種多様な分野施策との連携による様々な手法により新たな住宅に関連す

る事業が展開されています。

豊かな住生活を実現するためには，このような地域住民，建築士等の専門家，民

間事業者等が主体となった地域密着型の住まいづくり，まちづくり活動を支援し

ていくことが求められています。

6 地域住民の団体   ：自治会組織をはじめ商店街，通り会など 
7 専門家のネットワーク：地域社会における歴史文化遺産のあり方を見据え，その保全と 活用を推進するため研鑚をつみ，地

域遺産の保全活用に貢献する活動を行う建築士（ヘリテージマネージャー）などや，建築関連団体 
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第３章 住宅政策の基本的な方針

１．住宅政策の基本理念と住生活像

（１）住宅政策の基本理念

住宅は県民の暮らしの基盤であり，生活を営む上で重要な生活空間です。安全

で安心して暮らせる「ゆとり」と，個々人が望むライフスタイルをその住宅や魅

力あふれる地域の中で実現でき，環境にも調和した「うるおい」が豊かな住生活

を実現する上で極めて重要です。 

このようなことから，住宅政策の基本理念を次のように定めます。 

「ゆとりとうるおいのある住生活の実現」を目指して  

住まいにおける「ゆとりとうるおい」は，県民一人ひとりにとって必要な住宅

面積が確保されているなどの物質的な充足とともに，自己実現などによる精神的

な充実感，暮らしの安定感が得られることにつながります。 

このような「ゆとりとうるおい」を得るためには，安全性や快適性などの住生

活に求められる基礎的な水準を確保した上で，県民一人ひとりのニーズ，価値観

に基づき，主体的にさまざまな住まいや住まい方を選択しながら自己のライフス

タイルを実現できることが重要です。そのためには，良質な住宅が整備されてい

るとともに，様々な居住サービスを一体的に享受できるようなハード・ソフト両

面の居住環境が整っている必要があります。 

さらに，さまざまな世代が交流しながら活力あふれる地域社会を実現していけ

る環境を形成していくことが重要です。 

なお，2015 年９月，国連総会において「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」（ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標）が採択され，2030 年までに達成すべき

17 のゴールが盛り込まれました。少子高齢化，省エネ・省資源，パートナーシッ

プなどへの目標と取組を目指すＳＤＧｓは，広く認知されつつあることから，目

指す住生活像とＳＤＧｓのゴールとの関連性について整理することで，本計画の

「見える化」を図っています。 
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ＳＤＧｓ（エスディージーズ 持続可能な開発目標）とは

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）

とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）

の後継として，2015年9月の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載され

た2016年から2030年までの国際目標です。 

■17のゴール（目標） 

1 あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる 

2 飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄養の改善を実現し，持続可能な農業を促進する 

3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する 

4 すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し，生涯学習の機会を促進する 

5 ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う 

6 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

7 すべての人々の，安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する 

8 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

9 強靭（レジリエント）なインフラ構築，包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

10  国内及び各国家間の不平等を是正する 

11  包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

12  持続可能な消費生産形態を確保する 

13  気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

14  持続可能な開発のために，海洋・海洋資源を保全し，持続可能な形で利用する 

15  陸域生態系の保護，回復，持続可能な利用の推進，持続可能な森林の経営，砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

16  持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し，すべての人々に司法へのアクセスを提供し，あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

17  持続可能な開発のための実施手段を強化し，グローバル・パートナーシップを活性化する 



35

（２）目指す住生活像

「ゆとりとうるおいのある住生活」像を次のとおり設定します。

①安全な住まい

豊かな住生活の前提となる，頻発・激甚化する自然災害等から県民の生命・財

産を守るための社会基盤・システムや早期に復旧するための体制が十分に整って

います。

また，「新たな日常」など社会環境の変化に柔軟に対応できる社会基盤やシステ

ムも整っています。

②誰もが安心できる住まい

高齢者，子育て世帯等の様々な世代が，現在及び将来の住生活の基盤となる良

質な住宅に居住しています。

「住宅セーフティネット」も進み，居住の安定を確保するための支援も充実し

ています。

また，街には住宅と自然が調和した魅力的な景観が形成され，ともに支え合う

地域コミュニティの中で暮らしています。

③環境にやさしい住まい

カーボンニュートラルや省エネルギー性に配慮された良質な住宅ストックが整

備され，空き家やマンションも適正に管理され，次世代に住み継がれるための維

持管理体制も整っています。
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２．施策展開の視点 

目指す住生活像を実現するために，以下の３つの視点から，施策を総合的かつ

計画的に推進します。

（１）社会環境の変化

近年，気候変動の影響と考えられる自然災害が頻発・激甚化しており，住まい

や地域の安全・安心の確保に向けた一層の取組が必要です。

また，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「新たな日常」に対応した生活

様式や働き方への転換を迫られています。住宅政策においても住まいのニーズや

選択に生じている大きな潮流の変化を踏まえた政策の展開が求められています。

コロナ禍を契機とした生活様式や働き方の変化は，住まい方に留まらず，就業

も含めたライフスタイルや二地域居住・地方居住などの暮らし方そのものにも新

たな価値観をもたらしています。

また，ポストコロナにおける豊かな人生を実現するための情報提供や相談対応

も求められています。

（２）居住者・コミュニティ

住まいのニーズは居住者の家族構成や健康状態などのほか，地域によっても

様々です。中山間地域や半島地域，離島地域などを抱え，中心市街地や郊外住宅

団地など市街地特性も異なっており，人口・世帯などの状況やライフスタイル，

育まれてきたコミュニティも様々です。

このような多様な居住ニーズやコミュニティに関わる課題への適切な対応が求

められています。そのためには，様々な世代が安心して現在及び将来の住生活を

送れるように，住宅政策と福祉政策が一体となったセーフティネット機能の強化

や，地域で多様な世代が支え合う地域共生社会の実現を通じ，すべての人々が住

宅を確保して安心して暮らせる社会が求められています。

（３）住宅ストック・産業

住宅分野におけるカーボンニュートラル，脱炭素社会の実現や，少子高齢化に

伴う住宅産業の担い手確保と生産性向上を図るため，ＢＩＭ8をはじめとした住宅

生産に係る技術革新やＤＸ，働き方改革の推進が求められています。

社会環境の大きな変化や人々の価値観の多様化に対応した豊かな住生活の実現

を図るため，既存住宅等のストック活用中心の施策を進め，空き家の利活用やマ

ンションの管理の適正化などを図ることで，ライフスタイルに合わせた住まいの

選択が可能となるような住宅循環システムの構築が求められています。

8 ＢＩＭ：「Building Information Modeling」の略で，建築物をコンピューター上の 3D空間で構築し，企画・設計・施工・維持

管理に関する情報を一元化して活用する手法のこと 
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（１）支え合いによる安心できる住まいづくり 
①高齢者の居住の安定確保に向けた取り組みの促進 
高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給/高齢者が入居する賃貸
住宅の管理の適正化に関する事項/高齢者に適した良好な居住環境を有
する住宅の整備の促進に関する事項/高齢者居宅生活支援事業の用に供
する施設の整備の促進に関する事項 

②高齢者，障害者，子育て世帯など住宅確保要配慮者の居住支援の取組
の促進 
住宅確保要配慮者の範囲/住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給/住宅
確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項/住宅確保要
配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項/住宅確保要配
慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

③住宅困窮者の居住の安定確保に向けた取組の促進 
良質な公営住宅の供給/適正な公営住宅の管理 

④人にやさしい住まいづくりの促進 
健康住宅，アスベスト対策等の促進/バリアフリーの普及に向けた支援 

（２）コミュニティ豊かな住まいづくり，まちづくり 
①住宅団地等の再生とコミュニティの形成 

高齢者や子育て世帯などの生活を支える福祉機能の向上とコミュニテ
ィの活性化 

②既成市街地における住環境の改善 
良質な市街地住宅の整備等の支援 

③良好な街並みの保全・形成 
歴史的街並み環境の整備

鹿児島県住生活基本計画の体系
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公営住宅の 

供給目標量 

指標 

目指す住生活像実現のための基本的な施策 

災害時の住宅

確保 

重点施策 

住宅セーフテ

ィネットの形

成 

良質なストッ

ク形成と空き

家の適正管理

県民，事業者

等の役割 

計画の推進 

行政の役割

（県と市町村

の役割） 

【指標】 
・ 耐震基準（昭和 56

年基準）が求める耐

震性を有しない住宅
ス ト ッ ク の 比 率

【指標】 
・ 高齢者人口に対する

高齢者向け住宅の

割合 
・ 居住支援協議会を

設立した市町村数

【指標】 
・ 新築住宅における認

定長期優良住宅又
は認定低炭素建築
物（住宅に限る）の割

合 
・ 空家等対策計画を

策定した市町村数の

全市町村に占める割
合 

基本方針  

理念

「
ゆ
と
り
と
う
る
お
い
の
あ
る
住
生
活
の
実
現
」
を
目
指
し
て

視点 

社
会
環
境
の
変
化

居
住
者
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

住
宅
ス
ト
ッ
ク
・
産
業

安
全
な
住
ま
い

住生活像

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
ま
い

環
境
に
や
さ
し
い
住
ま
い

（１）情報提供・相談体制の整備 
情報提供・相談体制の連携強化
/募集情報等の充実/消費者の利
益の擁護及び増進 

（２）地域住宅産業・団体等との
連携 

リフォーム事業者等の取組支援
/地域住宅産業の育成/住宅生産
や住宅の入居・取得のＤＸ化

（３）住まいやまちづくりに関す
る知識の普及や住まいづく
り・まちづくりの担い手の
育成 

まちづくり団体等の活動支援/県
民への啓発活動/住宅関連団体等
との連携による施策の推進 

（４）市町村住宅施策の支援 
移住・定住，空き家対策など
市町村の住宅施策の展開に係
る支援と連携 

（１）自然災害に対して安全な住まいづくり 
①頻発・激甚化する災害新ステージにおける居住の安全性の向上 

がけ地等対策/地震対策/台風対策/浸水対策/降灰対策/防犯対策/ 
火災対策 

②安全で優良な宅地供給の促進 
安全・優良な宅地の供給促進・誘導/ハザードマップの周知/ 
宅地防災対策の促進/密集住宅市街地の防災性の向上 

③災害発生時の住宅供給体制の整備 
災害時の住まいの確保/応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士
等の育成/被災住宅の復興 

（２）新しいライフスタイルに対応した住まいづくり 
①「新たな日常」に対応した住まいづくり 
 非接触型の環境整備/テレワーク等の活用/住まい方の多様性

安全な住まい 

誰もが安心して暮らせる住まい 

（１）環境にやさしい住まいづくり 
①環境等に配慮した住宅の普及 

住宅のカーボンニュートラルの普及促進/低炭素住宅の普及促進/長期
優良住宅の普及促進/環境共生住宅の普及促進/生活排水処理等の促進 

②木造住宅の振興 
木造住宅の建設促進/公営住宅の木造化等の促進 

（２）長く住み続けられる住まいづくり 
①空き家などの既存住宅の適正管理と流通促進 

リフォーム等による質の向上等/空き家の有効活用・適正管理 
②マンション管理の適正化の推進 
マンションの管理の適正化に関する目標/マンションの管理の状況を把握す
るために講ずる措置に関する事項/マンションの管理の適正化の推進を図る
ための施策に関する事項/管理組合によるマンションの管理の適正化に関す
る指針に関する事項/マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の
普及に関する事項 

環境にやさしい住まい 

目標と目標達成のための施策 
基本的な施策を総合的・効果

的に展開するための施策 

高齢者居住安定確保計画

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画

マンション管理適正化推進計画
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第４章 目指す住生活像実現のための基本的な施策 

１．目標と目標達成のための施策 

「目指す住生活像」を実現するために目標を設定し，施策展開の視点を踏まえ

たこれらの目標を達成するために，今後取り組むべき基本的な施策の内容を整理

します。

目標１．安全な住まい

（１）自然災害に対して安全な住まいづくり

本県では，台風や集中豪雨等の自然災害が多発しています。特に，近年では，

毎年のように観測地点における降水量の値が更新されるなど経験したことのない

豪雨により，堤防の決壊，内水氾濫などによる広範囲での浸水被害や土砂災害が

発生し，甚大な人的・物的被害が発生しています。

このようなことから，防災・減災，県土の強靱化を図るとともに災害から県民

の生命や財産を守るため，関係法令に基づき災害リスクの高いエリアにおける開

発の抑制など，災害に強い住宅・住環境づくりを促進します。

また，地震・津波災害に際して被害の軽減を図るため，被害の未然防止や被害

拡大の抑止につながるような施策を展開します。

①頻発・激甚化する災害新ステージにおける居住の安全性の向上

１）がけ地等対策

大雨などにより崩壊のおそれのあるがけ地に近接する危険な住宅について，安

全な場所への移転促進に努めます。 

また，土砂災害特別警戒区域における一定の開発行為の制限及び居室を有する

建築物の構造規制について，関係法令等に基づき適切な運用に努めます。 

２）地震対策

建築基準法による新耐震基準（昭和 56 年 6 月）に適合しない住宅やブロック塀

の耐震改修を促進するため，耐震診断・耐震改修に携わる建築士等を対象とした

技術講習会を開催するなど県民が耐震改修に取り組むことができる環境整備に努

めるほか，地域住民を対象とした耐震セミナーを開催するなど県民への啓発に努

めます。また，緊急輸送道路沿いにあり，倒壊した場合に避難・救援活動に支障

を来すおそれのある住宅等の耐震診断等を促進します。

また，市町村による住宅等の耐震性の向上に対する取組を支援します。
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３）台風対策／ 浸水対策／ 降灰対策

自然災害から県民の生命等の安全性や良好な住環境を確保するため，瓦の緊結

などそれぞれの自然災害の事象に対応した住まいづくりや被災軽減等に関する情

報提供に努めます。

４）防犯対策／ 火災対策

防犯に配慮した住まいづくりの普及や火災被害を軽減・防止するため，防犯性

能に優れた住宅部品や住宅用火災警報機の設置等について，情報提供や普及啓発

に努めます。

②安全で優良な宅地供給の促進

１）安全・優良な宅地の供給促進・誘導

災害発生状況や地形・地質の特徴などに応じた安全・優良な宅地の供給を促進

するため，道路，公園，防災施設等の整備，優良な宅地の認定制度，開発許可制

度の的確な運用に努めます。

また，河川管理者が主体となって行う治水対策に加え，その河川流域全体のあ

らゆる関係機関が協働し，流域全体で水害を軽減させる流域治水プロジェクトの

促進に努めます。

２）ハザードマップの周知

各種災害を想定したハザードマップの周知により，災害リスク情報，避難場所

など情報提供に努めます。

３）宅地防災対策の促進

大地震時における盛土造成地の滑動崩落等による被害を軽減するため，大規模

な盛土造成地の宅地耐震化に取り組む市町村に対して，技術的支援や災害リスク

情報の提供に努めます。

また，長雨等による宅地被災により住宅への被害や緊急車両の経路確保に支障

が生じる場合があるため，擁壁など宅地の日常点検の必要性について，県民に対

する啓発に努めます。

４）密集住宅市街地の防災性の向上

老朽木造住宅が密集し，道路，公園等の都市基盤施設の整備水準が低い住宅市

街地における地震・火災による災害を軽減・防止するため，避難経路の確保や建

築物の不燃化・耐震性の向上などの住宅・住環境の総合的な改善に努めます。

③災害発生時の住宅供給体制の整備

１）災害時の住まいの確保

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを速やかに確保することを

基本とし，公営住宅等の既存ストックの一時提供や賃貸型応急住宅の円滑な提供

により，被災者の応急的な住まいの早急な確保に努めます。
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大規模災害の発生時，地域における既存住宅ストックが不足する場合には，建

設型応急住宅の迅速な設置に努めます。

また，地元業者と連携した被災住宅の応急修理や地域材を活用した建設型応急

住宅の供給を速やかに実施できる体制整備や建設型応急住宅供給の初動体制の訓

練実施に努めます。

さらに，被災者の住宅確保に向けた住宅関係団体や市町村等と連携した空き家

情報及び住宅相談窓口の設置などに努めます。

２）応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士等の育成

大規模な地震等の災害発生時における二次的災害を防止するため，被災住宅等

や被災宅地の危険度の応急的な判定体制を支える応急危険度判定士及び被災宅地

危険度判定士を育成する講習会の開催や判定に関わる訓練等を行うほか，危険度

判定実施時の指導支援等を行う応急危険度判定コーディネーター等の育成にも努

めます。

３）被災住宅の復興等

大規模な災害により被害を受けた被災住宅等の復旧を円滑に図るため，独立行

政法人住宅金融支援機構との連携や各種保険制度等の周知など，被災住宅の復興

等に努めます。

（２）新しいライフスタイルに対応した住まいづくり

新型コロナウイルスの感染拡大は，急速な通信技術等の進展を背景に，働き方

改革やテレワークなどを促し，県民のライフスタイルや住まい方などに大きな影

響を与えました。この結果，就業の場所にとらわれない働き方や居住の場所が自

由に選択できるようになるなど，これまで以上に多様な住まい方や暮らし方が増

えており「新たな日常」に対応した住まいづくりが求められるようになっていま

す。

①「新たな日常」に対応した住まいづくり

１）非接触型の環境整備

「新たな日常」に対応して，宅配ボックスの設置など非接触型設備の普及啓発

に努めます。

２）テレワーク等の活用

住宅内でのテレワークスペース，地域内のコワーキングスペース，サテライト

オフィス等を確保するなど「新たな日常」の普及啓発に努めます。
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３）住まい方の多様性

空き家・空き地バンクを活用しつつ市町村と民間団体等が連携して空き家の利

活用を進め，セカンドハウスやシェア型住宅，一時滞在施設による二地域居住な

どの情報提供に努めます。 

●指標

「目標１．安全な住まい｣の達成状況について，定量的・客観的に把握するため

の指標を下表のように定めます。

指標 現状値  目標値 

耐震基準（昭和 56 年基準）が求める耐震性を

有しない住宅ストックの比率 

18％ 

（平成 30年）
⇒ 

おおむね解消 

（令和 12年） 

《参考》目標に関連して把握していくべき数値（目標値は設定しません）

項目 現状値 

住宅の地震時の安全性に関する不満率 
51.5％ 

（平成 30年） 

住宅の台風時の安全性に関する不満率 
47.3％ 

（平成 30年） 

住宅の防犯性に関する不満率 
39.5％ 

（平成 30年） 

住宅の火災に対する安全性に関する不満率 
36.7％ 

（平成 30年） 
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目標２．誰もが安心して暮らせる住まい

（１）支え合いによる安心できる住まいづくり

少子・高齢化社会に対応し「かごしまの住み慣れた地域で安全・安心に暮らす

ことができる住まいの実現」を目指して，高齢者や子育て世帯など誰もが安心し

て快適に暮らせる住宅・住環境を実現します。

また，多様化している住宅困窮者の居住の安定確保を図るとともに，住宅のバ

リアフリー化を促進します。

①高齢者の居住の安定確保に向けた取組の促進

本県は高齢単身世帯の割合が高く今後も増加が見込まれることから，医療・福

祉サービスや見守り等の生活支援サービスなどを必要とする高齢者が増加すると

見込まれます。

一方，高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう「地

域包括ケアシステム」の構築を進めており，地域の中で医療・福祉サービスや見

守り等の生活支援サービスなどを利用しやすい高齢者の住まいづくりが求められ

ています。

１）高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給

供給の対象は，①シルバーハウジング（公営住宅），②サービス付き高齢者向け

住宅（高齢者向け優良賃貸住宅，高齢者型の地域優良賃貸住宅を含む），③セーフ

ティネット登録住宅（高齢者対象），④有料老人ホーム（介護付，住宅型），⑤軽

費老人ホーム（ケアハウス，軽費老人ホームＡ型・Ｂ型）の５種類とします。

なお，シルバーハウジングやサービス付き高齢者向け住宅の供給の伸びが鈍化

する中，本県の特性を踏まえた高齢者向けの住まいの確保が求められていること

から，住宅のバリアフリー化などにより，既存ストック（持ち家）の活用を促進

するとともに，地域や高齢者の実情に応じた居宅サービスを含むサービス基盤の

整備を促進し，高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができる環境づくりにも努

めます。
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ａ．シルバーハウジング（公営住宅） 

現在の管理戸数を概ね維持し，これまで整備したシルバーハウジングの適切

な維持管理に努めます。 

なお，その他の公営住宅においては，高齢者向け住戸改善（バリアフリー化）

や配慮を要する高齢者の上層階から１階住戸への住み替えや優先入居など高齢

者のニーズに応じた居住環境の配慮に努めます。 

ｂ．サービス付き高齢者向け住宅（高齢者向け優良賃貸住宅，地域優良賃貸住宅

（高齢者型）を含む） 

高齢者の居住の場の選択肢を拡大するため，安否確認や緊急時対応，生活相

談などのサービスが提供されるサービス付き高齢者向け住宅について，国，県

及び市町村の制度等の活用などにより，供給を促進します。 

供給にあたっては，市町村のまちづくりを踏まえて立地の適正化に努めます。 

また，サービス付き高齢者向け住宅の供給促進を図るため，各居住部分の面

積基準を緩和する条件となっている共用部分の面積については，高齢者が健康

で文化的な住生活を確保できる範囲の具体的な基準について，現行基準を継続

して以下のように定めます。 

登録基準 

高齢者が共同して利用する居間，食堂，台所等の床面積の合計（浴室，便

所及び収納設備等は除く）が，入居者（25 ㎡未満の居室の定員）1 人あた

り 3㎡を乗じて得た面積以上とすること。 

ｃ．セーフティネット登録住宅（高齢者対象） 

地域の空き家・空き室を有効活用した賃貸住宅の供給促進に努めます。 

ｄ．有料老人ホーム 

介護付については，県介護保険事業支援計画に基づき，市町村と連携を図り

ながら，設置を進めます。また，老人福祉法に基づく設置，運営に係る指導等

により，適切な住環境の確保に努めます。 

ｅ.軽費老人ホーム（ケアハウス，軽費老人ホームＡ・Ｂ型） 

老朽化した軽費老人ホームＡ・Ｂ型の建替えによるケアハウスへの移行を促

進し，入居者の安全確保及び生活環境の改善に努めます。 
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２）高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

サービス付き高齢者向け住宅については，市町村のまちづくりと調和した立地

の適正化，質の確保などの居住環境や提供されるサービスの維持を促すとともに，

高齢者が安心して暮らすための適正な管理・運営が行われるように，住宅部局と

福祉部局の連携のもと，立入検査等を実施して住宅管理や高齢者生活支援サービ

スに関する指導・監督を行います。

住まいの確保に対する不安のある高齢者世帯の解消に努めるとともに，新たな

住宅セーフティネット制度の適切な運用に努めます。そのため，県や市町村の住

宅・福祉部局，賃貸住宅所有者や宅地建物取引業者等団体及びＮＰＯ法人等との

ネットワークをさらに充実し，鹿児島県居住支援協議会による情報の提供や相談

対応等の活動により，高齢者の居住の安定確保を図るため，高齢者向け住宅への

円滑な入居と入居後の生活支援を図ります。また，高齢者が自立した生活を営め

るよう多様な高齢者向けの賃貸住宅に関する情報と併せて住宅資金などの貸付制

度，家賃債務保証制度などの情報について，鹿児島県居住支援協議会と連携して

提供します。

３）高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項

行政や住宅供給関連団体等で構成される鹿児島県住宅リフォーム推進協議会や

高齢者の居住を支える関係機関・団体，地域包括支援センター等と連携しながら，

高齢者の安心できる適切な設計施工によるバリアフリー住宅の普及，高齢者など

の住宅相談への対応，情報提供の充実などに努めます。

４）高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進に関する事項

高齢者が安心して生活を続けるためには，居宅において，高齢者居宅生活支援

事業やその事業の用に供する施設を円滑に利用できる体制が必要となります。 

また，公的賃貸住宅団地においては，福祉とも連携しながら高齢者居宅生活支

援施設の整備や支援体制の確保に努めます。
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②高齢者，障害者，子育て世帯など住宅確保要配慮者の居住支援の取組の促進 

高齢者，障害者，子ども（高校生相当以下）を養育している世帯（子育て世帯）

などの住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るため，公営住宅などの公的賃貸

住宅に加え民間賃貸住宅への入居の円滑化により，重層的かつ柔軟な住宅セーフ

ティネット機能を構築することが重要です。 

１）住宅確保要配慮者の範囲

住宅確保要配慮者は，貸主の選択の幅を広げるとともに，借主の多様なニーズ

に応えるため，「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（住宅セーフティネット法）」に基づき，以下のいずれかに該当する者とします。 

■法律で定める者 

・低額所得者，被災者（発災後３年以内），高齢者，身体障害者・知的障害者・

精神障害者・その他の障害者，子ども（高校生相当以下）を養育している者

■国土交通省令で定める者 

・外国人，中国残留邦人，児童虐待を受けた者，ハンセン病療養所入所者， 

ＤＶ9被害者，北朝鮮拉致被害者，犯罪被害者，更生保護対象者，生活困窮者，

大規模災害の被災者（発災後３年以上経過），都道府県や市区町村が供給計画

において定める者 

●国土交通省令に基づき鹿児島県が定める者 

・妊婦のいる世帯

・海外からの引き揚げ者

・新婚世帯（配偶者を得て５年以内の世帯）

・原子爆弾被爆者

・戦傷病者

・児童養護施設等退所者

・ＬＧＢＴＱ10

・ＵＪＩターンによる転入者

・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 

9 ＤＶ   ：Domestic violence（ドメスティック・バイオレンス）配偶者や恋人など親密な関係にある，またはあった者から

振るわれる暴力 
10 ＬＧＢＴＱ：Lesbian（レズビアン，女性同性愛者），Gay（ゲイ，男性同性愛者），Bisexual（バイセクシュアル，両性愛者），

Transgender（トランスジェンダー，性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人），Queer や Questioning

（クイアやクエスチョニング，性的指向や性自認が定まっていない人）の頭文字をとった言葉で，性的マイノリ

ティ（性的少数者）を表す総称 
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２）住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給

ａ．公的賃貸住宅

公営住宅の供給目標（空家募集，新規・建替等による供給）は，本計画に定

める供給目標量とし，他の公的賃貸住宅の供給主体とも連携し，公的賃貸住宅

を公平かつ的確に供給します。

ｂ．住宅セーフティネット法に規定する住宅（セーフティネット登録住宅）

地域における空き家・空き室を有効活用し，住宅確保要配慮者に対する民間

賃貸住宅の供給の促進を図ります。

３）住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項

既存の公的賃貸住宅ストックを有効に活用するとともに，公的賃貸住宅の管

理等を行う主体間の連携の下で推進します。

４）住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項

ａ．居住支援協議会活動の充実

居住支援団体，不動産関係団体，県及び市町村で構成される鹿児島県居住支

援協議会の活動を通じて，住宅確保要配慮者からの住宅相談及び民間賃貸住宅

の賃貸人に対する情報提供等により，住宅確保要配慮者が受け入れられやすい

環境整備を推進するとともに，市町村との連携体制を構築し，市町村居住支援

協議会の設立支援に努めます。 

協議会活動にあたっては，地域の実情を踏まえたきめ細やかな居住支援を行

うため，福祉部局と住宅部局の連携を強化するとともに居住支援法人等の居住

支援団体との連携に取り組みます。 

また，セーフティネット登録住宅の普及に積極的な不動産事業者を登録する

「かごしまセーフティネット住宅協力店」の周知に努めます。 

ｂ．登録住宅（共同居住型住宅以外）の規模に関する基準

面積については，施行規則第 11 条のとおりとします。 

ｃ．共同居住型住宅（シェアハウス）の登録住宅の規模に関する基準

面積や共用部分の設備については，施行規則第 11 条ただし書き並びに国土

交通大臣が定める基準（平成 29 年国土交通省告示第 941 号）第２条及び第３

条のとおりとします。

５）住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るため，賃貸人等に対し，住宅確保

要配慮者の状況に応じた適正な維持管理や計画的な維持修繕が実施されるよう

普及啓発を図ります。

また，高齢単身や高齢夫婦のみ世帯が比較的広い住宅に居住し，子育て世帯

が狭小な住宅に居住するミスマッチを解消するため，先進事例を研究するとと

もに円滑に住み替えが行われるための支援に努めます。
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③住宅困窮者の居住の安定確保に向けた取組の促進

１）良質な公営住宅の供給 

県営住宅は，政策目的に応じた広域的な観点から市町村営住宅の補完を基本と

し，高齢者や子育て世帯の支援，地域活性化等を図ります。市町村営住宅は，住

まいのセーフティネットとしての基本的な役割を踏まえつつ，地域の実情や課題

に応じた良質な住宅の供給を図るため，建替えや住戸改善等の手法を適切に選択

しながら，住宅の長寿命化の推進と良質なストックの維持に努めます。

また，公営住宅団地内への社会福祉施設の併設など，まちづくりや福祉施策と

の連携等により高齢者や子育て世帯が安心して居住できる住まいづくりを進め

ます。 

２）適正な公営住宅の管理

市場では適正な居住水準の住宅を自力で確保できない世帯や住宅確保要配慮者

など真に住宅に困窮する高齢者，障害者，子育て世帯等に対し的確に公営住宅を

供給するため，優先入居枠の設定の導入等を図る一方，収入超過者，高額所得者

及び滞納者等に対して適切に対応し，適正な管理に努めます。 

また，災害等緊急的な住宅需要への対応を図るとともに，高齢者や子育て支

援などの他部局施策との連携強化，子育て世帯向けの期限付き入居制度の運

用，世帯人員の増減や身体機能の低下等の入居世帯の変化に対応する住み替え

の誘導，集会所や空き室を活用した福祉利用や災害時の一時避難施設（目的外

使用）など管理面での柔軟な運用に努めます。

なお，人口が減少傾向にある中，将来的な公的賃貸住宅の需要見通しを踏ま

えながら，地域内の団地集約化も含めた建替えなどにより，ストックの適正管

理に努めます。
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④人にやさしい住まいづくりの促進

１）健康住宅，アスベスト対策等の促進

住宅に起因する健康被害を防止するため，ヒートショック対策等の観点を踏ま

えた良好な温熱環境を備えた健康住宅やシックハウス，アスベスト対策等，衛生

や健康に配慮した住宅や技術等に関する情報提供に努めます。

２）バリアフリーの普及に向けた支援

既存住宅のバリアフリー化を促進するため，高齢者等の住宅改修の支援や住宅

改修に携わる技術者等の知識向上を図るとともに，（公財）鹿児島県住宅・建築総

合センター，鹿児島県介護実習・普及センター等と連携して県民や民間事業者等

へのバリアフリーに関する情報提供に努めます。

また，新しく建築される住宅については，あらゆる世代にとって住みやすい住

宅となるようにユニバーサルデザインの普及に努めます。
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（２）コミュニティ豊かな住まいづくり，まちづくり

住宅団地等の再生や定住対策など地域の特性に応じた多様な住宅供給を支援す

ることで多様な階層・世代が居住するコミュニティ豊かな住まい，まちの実現を

図ります。

地域によってそれぞれ住宅事情が異なり，その特性に応じたきめ細やかな住宅

施策の展開が求められていることから，市町村の都市計画やまちづくりとの整合

を図りつつ，地域の特性を踏まえた住環境の整備を進め，多様な居住ニーズに応

じた住宅の整備の推進を図ります。

①住宅団地等の再生とコミュニティの形成

１）高齢者や子育て世帯などの生活を支える福祉機能の向上とコミュニティの活性

化

既存住宅団地では，居住者の高齢化，住宅の老朽化，空き家の増加，高齢者や

子育て世帯等のためのサービス機能の不足，車を保有しない高齢者など交通弱者

の発生，居住ミスマッチ及びこれらに伴う活力低下や地域コミュニティの希薄化

などが顕在化しています。このため，地域の拠点となる生活支援施設等の整備，

地域の特性に応じて市町村が主体となって取り組む住宅団地等の再生や都市機能

の集約化，定住対策により多様な住宅供給による様々な階層・世代が住むコミュ

ニティづくりに努めます。 

特に，高齢化等が進む既存公的賃貸住宅団地においては，高齢者等が住み慣れ

た地域で安心して住み続けられるようにするため，若いファミリー世帯向けの住

宅整備と併せて様々な都市機能と生活サービスが受けられる団地への再生を図り，

団地全体の集約・再編等を誘導する高齢者支援施設や子育て支援施設等の整備に

取り組むなど地域の良好な居住機能やコミュニティの形成に努めます。また，住

宅団地の整備・運営・管理を進めるにあたっては，地域の実情や世帯の動向等を

踏まえつつ，ＰＰＰ・ＰＦＩ11 も含め民間事業者のコミュティ形成に係るノウハ

ウや技術の活用に努めます。

②既成市街地における住環境の改善

１）良質な住環境の整備等の支援

老朽住宅等が密集し，道路，公園などの公共施設が著しく不足している住宅市

街地等の防災性の向上や狭あい道路の解消など住環境の改善を図るため，市町村

による良質な住宅の整備等の促進に努めます。

11 ＰＰＰ：Public Private Partnership（パブリック・プライベート・パートナーシップ）の略。行政と民間が連携して公共サ

ービスの提供等を効率的かつ効果的に行うこと。官民連携事業の総称。 

ＰＦＩ：Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）の略。公共施設等の建設，維持管理，

運営等を民間の資金，経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。 
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③良好な街並みの保全・形成

１）歴史的街並み環境の整備

地域固有の景観を持つ集落などを保全していくため，これらを活かした個性あ

るまちづくりや空き家の有効活用を併せた環境整備などに取り組む協議会等への

活動支援や景観アドバイザーの派遣に努めます。

●指標

「目標２．誰もが安心して暮らせる住まい｣の達成状況について，定量的・客観

的に把握するための指標を下表のように定めます。

指標 現状値  目標値 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 
2.7％ 

（令和２年） 
⇒ 

４％ 

（令和 12年） 

子育て世帯（18歳未満が含まれる世帯）にお

ける誘導居住面積水準達成率 

33.5％ 

（平成 30年）
⇒ 

50％ 

（令和 12年） 

最低居住面積水準未満率 
3.7％ 

（平成 30年）
⇒ 早期に解消 

高齢者12の居住する住宅の一定のバリアフリ

ー化率13

40.9％ 

（平成 30年）
⇒ 

75％ 

（令和 12年） 

居住支援協議会を設立した市町村数 
３町 

（令和２年） 
⇒ 

10 市町村 

（令和 12年） 

《参考》目標に関連して把握していくべき数値（目標値は設定しません）

項目 現状値 

高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の割合
85％ 

（令和２年） 

高齢者の居住する住宅の高度のバリアフリー化率14
9.4％ 

（平成 30年） 

住宅の高齢者への配慮に関する不満率 
40.5％ 

（平成 30年） 

セーフティネット住宅の登録数 
193 戸 

（令和２年） 

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定数 
３法人 

（令和２年） 

12 高齢者：65 歳以上の者
13 一定のバリアフリー化：２箇所以上の手すりの設置又は屋内の段差解消
14 高度のバリアフリー化：２箇所以上の手すりの設置，屋内の段差解消及び車いすで通行可能な廊下幅
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目標３．環境にやさしい住まい

（１）環境にやさしい住まいづくり

近年の災害の頻発化・激甚化などを背景に地球温暖化への関心が高まっており，

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた二酸化炭素排出量の削減などに向

けた取組として，省エネルギー性能の向上に配慮した長期優良住宅や県産材を活

用した木造住宅などの普及が求められています。 

このようなことから，行政，関連団体，民間事業者，県民等が一体となって，

省エネルギー性能の一層の向上に配慮した住宅等の普及や県産材を活用した木造

住宅の振興を促進します。

①環境等に配慮した住宅の普及

１）住宅のカーボンニュートラルの普及促進

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて，高断熱性能の確保，再生可能エ

ネルギー設備や蓄電池の設置などＺＥＨ基準の省エネ性能を備えた住宅の普及に

努めます。 

２）低炭素住宅の普及促進

二酸化炭素の排出量を抑えるため，エネルギー使用の効率性が国の誘導基準に

適合すること等が計画された「低炭素住宅」の普及に努めます。

３）長期優良住宅の普及促進

住宅の長寿命化を図るため，耐久性や省エネルギー性等に優れ，長期にわたる

適切な維持が計画された「長期優良住宅」の認定制度の普及に努めます。

４）環境共生住宅の普及促進

環境にやさしいまちづくりを促進するため，エネルギー・資源・廃棄物などに

ついて十分な配慮がなされ，周辺の自然環境と調和し，健康で快適に生活できる

「環境共生住宅」の普及に努めます。

５）生活排水処理等の促進

生活環境の改善や周辺環境との調和などを図るため，生活排水処理施設の整備

や建設資材等の適正処理・リサイクルの促進に努めます。 
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②木造住宅の振興

１）木造住宅の建設促進

脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する

法律では，木材利用を促進する対象について，現在の低層の公共建築物から民間

建築物にまで拡大されました。このため，民間建築物における木材の利用を促進

するために，木造建築物の設計および施工に関する先進的な技術の普及促進や，

中高層の木造建築物または大規模な木造建築物に関する設計および施工に関する

知識や技能を有する人材の育成，建築用木材及び木造建築物の安全性に関する情

報提供に努めます。

また，県産木材を使用して地域の工務店等が木造住宅を建設する「地材地建」

に努めるとともに，良質な木造住宅の建設を支える技能者の育成，優良な木造住

宅のコンテストなどの実施に努めます。

２）公営住宅の木造化等の促進

木材需要の拡大を図るため，県公共建築物等木材利用促進方針に基づき，県産

木材を活用した公営住宅の木造化・木質化に努めます。
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（２）長く住み続けられる住まいづくり

近年の少子高齢化，人口減少と世帯数の伸びの鈍化，経済状況の変化等を背景

に，適切に維持管理がなされずに老朽化した空き家が増加しており，今後も増え

続けていくことが予想されています。

また，市街地を中心に供給されてきたマンションは，経年による老朽化と居住

者の高齢化による維持管理の問題が懸念されています。

このようなことから，既存ストックの質の向上などに取り組み，有効活用・適

正管理等を促進します。

①空き家などの既存住宅の適正管理と流通促進

１）リフォーム等による質の向上等

既存住宅を耐震性，耐久性，省エネルギー性などを備えた安全で質の高い住宅

ストックに建替・改善するため，技術者等によるインスペクション（建物状況調

査）や改修に関する技術力の向上支援に努めます。

また，県民への良質なリフォーム事例の紹介や住宅履歴情報の蓄積・活用等の

ための情報提供，税制及び各種助成，住宅性能表示制度などリフォーム等支援に

関する制度の情報提供に努めます。

２）空き家等の有効活用・適正管理

空き家や古民家などの有効な利活用を図るための普及啓発など空き家に関する

情報発信やライフステージに応じた相談体制の整備など関連情報等の提供に努め

ます。   

なお，空き家の利活用については，インスペクション（建物状況調査），リフォ

ーム，リノベーション，ＤＩＹ賃貸などに関する情報提供に努めます。 

また，市町村が運営する「空き家バンク」の普及に努めるとともに，市町村向

けの「空き家相談員マニュアル」等を活用して相談員等の養成に努めます。

一方，適正管理がなされていない老朽危険空き家については，周囲の生活環境

に影響を及ぼすおそれがあることから，その除却などに取り組む市町村と連携し

て県民への適正管理に関する情報の提供に努めます。 
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②マンション管理の適正化の推進

令和２年６月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され，

マンション管理の適正化に向けて管理適正化推進計画の策定や管理組合が作成す

る管理計画を認定する仕組みが整えられました。この改正により，管理不全マン

ションに対して県（市の区域を除く）や市による指導・助言等ができるようにな

りました。 

本県においても建物の老朽化と居住者が高齢化したマンションは今後増加する

ことが見込まれることから，マンション管理の適正化に関する基本的な事項等を

定めます。

１）マンションの管理の適正化に関する目標

本県の区域内（市の区域を除く）においては，ほとんどマンション立地は見ら

れません。既存のマンションについては，長期修繕計画の策定など適正管理の指

導・助言等に努めます。

また，市の区域においては，市による計画策定を促進します。

２）マンションの管理の状況を把握するために講ずる措置に関する事項

区域内におけるマンションの管理状況の実態を把握するため，市町村とも連携

しながらアンケート調査等の実施に努めます。

３）マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項

法に基づき，適正な管理計画を有するマンションの認定を促進します。

また，必要に応じて，国のマンション管理適正化指針に即して適切な指導・助

言等に努めます。

なお，区域内のマンションの管理状況等を踏まえて施策の充実を図ることにつ

いて検討します。

４）管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針に関する事項

本県のマンション管理の適正化に関する指針については，マンションの適切な

管理により快適な居住環境が確保できるよう国のマンション管理適正化指針に準

じます。

５）マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項

ＮＰＯ法人などマンション関連団体と連携しながら，マンション管理の適正化

に関する広報など普及・啓発に努めます。 
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●指標 

「目標３．環境にやさしい住まい」の達成状況について，定量的・客観的に把

握するための指標を下表のように定めます。

指標 現状値  目標値 

持ち家として取得した中古住宅数の総住宅に

占める割合 

5.4％ 

（平成 30年）
⇒ 

10％ 

（令和 12年） 

新築住宅における認定長期優良住宅又は認定

低炭素建築物（住宅に限る）の割合 

13.1％ 

（令和２年） 
⇒ 

20％ 

（令和 12年） 

認定長期優良住宅のストック数 
１万１千戸 

（令和２年） 
⇒ 

３万戸 

（令和 12年） 

新設住宅着工に対する木造住宅の割合 
69.6％ 

（令和２年） 
⇒ 

70％ 

（令和 12年） 

マンション相談窓口を設置した市町村数 
１市 

（令和２年） 
⇒ 

分譲マンション

が立地する全市

町村 

（令和 12年） 

空家等対策計画を策定した市町村数の全市町

村に占める割合 

72.1％ 

（令和２年） 
⇒ 

全市町村 

（令和 12年） 

市町村の取組により改修等がなされた空き家

数 

970 件 

（平成28～令和２年） 
⇒ 

2,000 件 

（令和 12年） 

市町村の取組により除却等がなされた空き家

数 

3,100 件 

（平成28～令和２年） 
⇒ 

6,000 件 

（令和 12年） 

空き家バンク制度に取り組む市町村数 
37 市町村 

（令和２年） 
⇒ 

全市町村 

（令和 12年） 

《参考》目標に関連して把握していくべき数値（目標値は設定しません）

項目 現状値 

一定の省エネルギー対策15が講じられた住宅の割合 
16.4％ 

（平成 30年） 

住宅の断熱性に関する不満率 
38.7％ 

（平成 30年） 

住宅の省エネルギー性に関する不満率 
28.5％ 

（平成 30年） 

居住目的のない空き家数（その他の空き家数） 
10 万５千戸 

（平成 30年） 

15 一定の省エネルギー対策：全部又は一部の窓に二重サッシ又は複層ガラスを使用すること
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２．基本的な施策を総合的・効果的に展開するための施策

ここでは，住宅政策の目標と目標を達成するための基本的な施策を総合的・効果的

に展開するための施策の内容を｢豊かな住まいづくりを支える情報提供体制の整備・

地域産業の育成｣として整理します。

豊かな住まいづくりを支える情報提供体制の整備・地域産業の育成

豊かな住まいづくりを促すには，地域の住まいづくりを支える住宅産業や住ま

いづくり・まちづくりの担い手を育成するとともに，県民が必要な情報を必要な

時に円滑に入手できるようにする必要があります。

このため，地域の住宅建設を支える民間事業者等に対する技術講習等による情

報提供や技能者育成の支援等に努めるとともに，適切な住情報が円滑に提供でき

る体制を整備します。

（１）情報提供・相談体制の整備

① 情報提供・相談体制の連携強化

県民の住生活に関する情報ニーズは多様化・高度化しており，建設・購入，イ

ンスペクション（建物状況調査）などの点検，維持管理，リフォーム，売買，解

体，登記，相続，税制，保険，契約ごとなど関連する分野は多岐にわたります。

このような多様な情報ニーズに的確に対応していくため，（公財）鹿児島県住宅・

建築総合センター，リフォーム相談員などのほか，民間業界団体の相談窓口，高

齢者の居住安定確保支援のための地域包括支援センターやケアマネジャーなど

様々な事業主体・団体等との連携に努めます。

また，「かごしま住まいと建築展」，ホームページ，講習会，「住宅情報プラザ（ゆ

とリブかごしま）」など様々な媒体を活用し，住宅建設のみならず助成や融資制度

等の関連情報まで含め，必要な情報がわかりやすく容易に伝わるような体制整備

や住生活月間，出前講座など学びの機会の提供に努めます。

さらに，消費者からの苦情・相談に迅速・的確に対応するため，県や市町村の

消費生活センターや市町村の住宅部局，（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援セ

ンターなどの関係団体等と連携し，住宅相談窓口の充実に努めます。

② 募集情報等の充実

住宅困窮者の居住の安定確保やＵＪＩターンの促進，適切な規模の住宅への住

み替えを促進するためには，公的賃貸住宅，民間住宅，宅地などの募集情報等が

容易に入手できることが必要です。このため，福祉部局，不動産関係団体，福祉

団体，ＮＰＯ法人等との連携を図るとともに，ホームページを活用した公的賃貸

住宅等の募集情報，ＵＪＩターン者向け住宅の情報提供など，住宅情報の充実に

努めます。
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③ 消費者の利益の擁護及び増進

欠陥住宅，悪質リフォームをはじめ，住宅を巡る様々なトラブル・紛争が発生

しています。これらの住宅に関するトラブルを未然に防止するなど消費者の利益

の擁護及び増進を図るため，消費者への迅速かつ的確な情報提供，住宅性能表示

制度や住宅瑕疵担保履行法の周知，取引時やリフォーム時におけるインスペクシ

ョン（建物状況調査）と一体となった住宅瑕疵担保責任保険制度に関する普及啓

発，住宅履歴情報の蓄積，悪質リフォームの阻止や訪問販売の適正化等のための

情報提供に努めます。

（２）地域住宅産業・団体等との連携

① リフォーム事業者等の取組支援

県民の多様なリフォーム需要に対する建築事業者等の取組を支援するため，住

宅リフォームに係る専門的な情報提供の充実に努めるとともに，優良なリフォー

ム事例を表彰するリフォームコンクールの開催や増改築相談員の研修の実施を支

援します。

また，高齢者等が生涯安心して生き生きと暮らせる住まいを実現するため，市

町村，福祉団体，民間事業者，ＮＰＯ法人などのネットワークによる住宅リフォ

ームや住み替え支援に係る総合的な取組を促進します。

② 地域住宅産業の育成

消費者が安心して住宅を取得・建設・リフォームできる市場を形成するために

は，これを支える健全な中小工務店等地域住宅産業の存在が必要となります。こ

のため，建設技能者の育成や優良な住宅の実践事例の表彰，地域の木材・住宅関

係業者等が連携した地材地建の取組支援，住生活に関する新たな技術などの情報

提供，伝統的な建築技術の継承，地域住宅産業の活性化に努めます。

さらに，これらの取組を支える技能者育成のための職業訓練などの機会の提供

に努めます。

③ 住宅生産や住宅の入居・取得のＤＸ化

住宅生産の分野においてはＢＩＭの活用による企画・設計・施工・維持管理に

関する情報の一元化が進められつつあります。また，不動産取引の分野において

は「ＩＴ重説16」が賃貸住宅のみならず売買仲介業務でも可能となっています。

新たな日常や働き方改革，生産人口の減少などを背景に，技術革新が一層進む

と想定されることから，ＤＸ化を推進するための情報提供に努めます。 

16 ＩＴ重説：テレビ会議などのＩＴを活用して行う賃貸借契約における重要事項説明 
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（３）住まいやまちづくりに関する知識の普及や住まいづくり・まちづくりの担い手

の育成

① まちづくり団体等の活動支援

県民が身近な地域のまちづくり活動を展開する場合に，専門家やアドバイザー

を派遣するなど活動母体となる協議会等の活動を支援します。

また，建築士等の専門家と地域住民が協働した良好なコミュニティ形成につな

がる活動や景観に配慮したまちづくりなどの活動を支援します。

② 県民への啓発活動

子どもから大人まで，県民が住まいづくり・まちづくりに理解を深め親しみを

持ってもらうため，住情報を分かりやすく伝える施設の活用や講座等の実施に努

めます。

③住宅関連団体等との連携による施策の推進

１）鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり推進協議会

鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり推進協議会は，住生活月間（毎年 10 月）

にあわせて「かごしま住まいと建築展」を開催するなど広く県民に住まいづくり

やまちづくりに関する情報を提供する役割のほか，住宅・建築物や街並みなどに

対する関心を高めるための諸活動を実施し「ゆとりとうるおいのある住まいづく

りの実現」の推進に寄与する役割もあることから，同協議会を通じた住宅関連団

体等との連携により，伝統的な工法や最近の施工技術・新技術を活用した住まい

づくりや支援制度等など幅広い住情報を提供します。

２）鹿児島県居住支援協議会

鹿児島県居住支援協議会は，低額所得者，高齢者，障害者，子育て世帯，外国

人，刑余者，その他住宅の確保に特に配慮する者が民間賃貸住宅に円滑に入居で

きるよう，住宅情報の提供等の支援を図る役割があることから，同協議会を通じ

た居住を支える様々な組織や団体等との連携により，住宅の確保に特に配慮する

者の居住の安定確保に資する情報提供等を行います。

３）鹿児島県木造住宅推進協議会

鹿児島県木造住宅推進協議会は，鹿児島県の気候・風土に適した木造住宅の開

発及び「かごしま木造住宅コンテスト」等を通じた普及，生産供給体制の整備，

大工・工務店等の技術･経営力向上や，住宅関連産業の活性化と地域性に応じた良

質な木造住宅の普及のほか，県産材を活用した木造住宅の建設を支援し安心で良

質な木造住宅の普及を図る役割があることから，同協議会を通じた木造住宅関連

団体等との連携により，木造住宅の振興，住宅建設を支える技能者育成等を行い

ます。
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４）鹿児島県住宅リフォーム推進協議会

鹿児島県住宅リフォーム推進協議会は，住宅リフォームに関する消費者への情

報の提供，相談体制の整備，事業者の資質向上等，住宅リフォームの課題に取り

組み，県民が安心して適切な住宅リフォームが行える環境整備を図る役割がある

ことから，同協議会を通じた住宅リフォーム関連団体等との連携により，住宅リ

フォームに関する専門的な情報提供や相談対応等について推進を図ります。

５）かごしま空き家対策連携協議会

かごしま空き家対策連携協議会は，県内における適切な管理が行われていない

空き家等が地域住民の生活環境に及ぼす深刻な影響から，地域住民の生命，身体

又は財産を保護するとともに，その生活環境の保全を図り，あわせて空き家等の

活用を促進する役割があることから，同協議会を通じた国，市町村及び関係専門

家団体等との連携により，適正管理や利活用の促進等の総合的な観点から空き家

対策を推進します。

（４）市町村住宅施策の支援

① 移住・定住，空き家対策など市町村の住宅政策の展開に係る支援と連携 

市町村の住宅政策を計画的・総合的に展開するための市町村住生活基本計画や

既存公営住宅の建替・改善を計画的に実施するための公営住宅等長寿命化計画の

策定を支援します。また，市町村による公的賃貸住宅の新規の建設や建替，改善

等の事業を支援するため，地域住宅協議会を通じて民間事業者のノウハウや技術

の活用など多様な事業手法に関する情報を提供します。

既成市街地のにぎわい回復や中山間・離島地域の過疎対策など地域の活性化を

図るため，都市機能や豊かな自然，温暖な気候などの地域特性を活かし，空き家

など既存ストックの活用も視野に入れた二地域居住やＵＪＩターン者の定住，持

ち家の取得等を促進するためのまちづくりへの取組，子育て世帯や結婚，出産を

希望する若年世帯が安心して定住でき，子どもを産み育てることができるような

子育て支援への取組など空き家対策や居住支援などの市町村の取組を支援します。

また，特に自然条件や地理的，社会的条件が厳しい小規模離島における定住促

進住宅の整備を支援します。

増加する空き家の利活用や除却等の市町村による対策を促進するため，空家等

対策計画の作成や市町村間での空き家対策に関する必要な情報提供などの支援と

ともに，空き家を有効活用するための流通や賃借などの促進に資する制度等の情

報提供に努めます。
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３．重点施策

基本的な施策の取組の中から県や市町村が主体となって特に配慮して取り組むべ

き施策の内容を｢重点施策｣として位置づけます。 

（重点施策 1） 災害時の住宅確保

  災害が発生した場合に，被災者が安定した暮らしを早期に取り戻せるよう，

被災前からの地域のつながりに配慮した居住の場を確保するとともに，被災後

の被害状況に応じた住宅再建に対して段階的な支援を図ります。

【施策内容】 

＜住まいの緊急確保段階＞

・被災住宅の応急修理のための情報提供・相談体制

・公営住宅など既設公的賃貸住宅での被災者の受け入れ

・民間賃貸住宅の借り上げ（賃貸型応急住宅）

・応急仮設住宅の建設（建設型応急住宅）

＜復興に向けた住宅再建段階＞

・応急修理や改修による自宅帰還

・住宅の自力再建・民間賃貸住宅への入居など

・災害公営住宅の建設

従
前
の
住
宅

避
難
所
等

既設公的賃貸住宅 

賃貸型応急住宅 

建設型応急住宅 

親族・友人宅等 
住宅の自力再建・ 

民間賃貸住宅への 

入居など 

災害公営住宅 

の建設 

（改修）

従前の住宅 

【被災前】 【被災】 【緊急確保】 【復興に向けた住宅再建】 

（応急修理）

図 48 被災後の被害状況に応じた住宅再建の流れ 
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（重点施策２） 住宅セーフティネットの形成 

   住宅困窮者の多様化，増加に対応するため，公的賃貸住宅，民間賃貸住宅や

空き家の有効活用を含めた住宅セーフティネット機能の充実を図ります。

【施策内容】 

・「鹿児島県居住支援協議会」を通じた市町村の取組支援

・セーフティネット住宅の登録促進

・サービス付き高齢者向け住宅の登録促進

・子育て支援型賃貸住宅の供給

図 51 子育て支援住宅の事例（鹿屋市子育て支援住宅（ハグ・テラス））

図 50 鹿児島県居住支援協議会の概要 

図 49 重層的な住宅セーフティネットの概念図 

鹿児島県居住支援協議会 

＜居住支援に関する情報を関係機関で共有・協議＞

＜住まい情報等の提供の支援＞ ＜見守りなど居住支援に関する情報提供＞ 

民間賃貸住宅の賃貸人住宅確保要配慮者 

居
住
支
援
団
体

居
住
支
援
法
人
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連
携
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住
支
援
活
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充
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化
）

行政機関 
（国・県・市町村） 

不動産関係団体 
（宅地建物取引業者 賃貸住宅管理業者者）

居住支援団体 
（ＮＰＯ法人 社会福祉法人等） 

公営住宅 公的賃貸住宅 民間賃貸住宅

セーフティネットの中核として，真

に住宅に困窮する者（低額所得者）

に公平かつ的確に賃貸住宅を供給 

直接供給，社会福祉施設等
の併設など

高齢者世帯，障害者世帯，子育て世帯

等に対する居住環境が良好な賃貸住

宅を供給 

地域優良賃貸住宅，サービス
付き高齢者向け住宅など

低額所得者，高齢者，障害者等の民

間賃貸住宅への円滑な入居の促進を

支援 

居住支援協議会による住宅
情報の登録・提供など
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（重点施策３）良質なストック形成と空き家の適正管理 

   2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて，高断熱性能の確保，太陽光発

電や蓄電池の設置などＺＥＨ基準の省エネ性能を備えた住宅の普及に努めま

す。

増加する空き家の発生を抑制するため，空き家の有効な利活用，適正な維持

管理の推進や啓発などを図ります。

【施策内容】 

＜良質なストック形成＞

・長期優良住宅及び低炭素住宅の普及促進

・ＺＥＨなど省エネルギー住宅の普及促進

・環境共生住宅の普及促進

・設計者・施工者向けの住宅省エネルギー技術講習会の実施

図 52 ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の定義

（資料：国土交通省ＨＰ）

（資料：経済産業省ＨＰ）
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＜空き家の適正管理＞

・県民に対する空き家の適正管理に関する情報提供・相談体制の整備 

・「かごしま空き家対策連携協議会」を通じた市町村の取組支援

・市町村による空家等対策計画で位置づけられた取組支援 

・空き家を活用したセーフティネット住宅の改修支援

＜事務局＞
（公財）鹿児島県住宅・建築総合センター

かごしま空き家対策連携協議会 

・鹿児島地方法務局

・鹿児島県弁護士会

・鹿児島県司法書士会

・鹿児島県土地家屋調査士会

・鹿児島県行政書士会

・（公社）鹿児島県宅地建物取引業協会

・（公社）全日本不動産協会鹿児島県本部

・（公社）鹿児島県不動産鑑定士協会

・南九州税理士会鹿児島県連合会

・（一社）鹿児島県解体工事業協会

・鹿児島県しろあり対策協会

・（公社）鹿児島県建築士会

・（一社）鹿児島県建築士事務所協会

・（一社）鹿児島県建築協会

・NPO 法人結の夢来人・絆プロジェクト

・（一社）民家再生協会かごしま

・（一社）古民家再生協会鹿児島

（平成 28年８月５日設立） 

市町村 

県 

関係専門家 

団体等

支援 
協力 

要請 

市町村が抱える

空き家対策の課題

・課題が広範にわたり

高い専門性を有する

・所有者等の管理意識

向上 

助言 

図 53 かごしま空き家対策連携協議会 
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第５章 計画の推進のための各主体の役割と連携

１．各主体の役割と連携 

県や市町村などの行政だけでなく，県民・民間事業者・ＮＰＯ法人などがそれ

ぞれの役割を担い，互いに連携を図りながら，主体的・効果的に計画の目標を達

成するために取組を進めていきます。 

（１）県民，事業者等の役割

①県民

県民は，自らが所有又は利用する住宅が社会的な資産であることを認識して，

住宅や住環境に関心をはらい住宅の質を高めるとともに，耐震性に不安のある住

宅の改修やがけ下などの危険地域からの移転を行うなど住宅の安全を確保するこ

とは自己の責任として，自らの住宅を安全上適切に維持する役割があります。

また，誰もが安心して暮らせる地域の実現に向けて，高齢者や子育て世帯等の

生活を支える地域住民のネットワークやコミュニティづくりに積極的に関わるこ

とで，良好な住環境の形成に協働して寄与していく役割が期待されます。

②事業者

住宅関連事業者は，県民の居住や暮らしを支える立場から住宅の地震・火災な

どに対する安全性に関わる重要な責任を負うなど県，市町村の施策と連携を図り

ながら，地域に密着して次のようなことを積極的に果たしていく役割があります。

・良質な住宅・宅地を供給する

・安定した経営や技術力の向上に努める

・消費者に対する住宅関連情報を提供する

・既存住宅の維持・管理やリフォームを適切に実施する

・住宅ストックの円滑な流通に努める

・福祉等と連携した多様なサービスを提供する

③住宅関連団体

住宅関連団体は，住宅市場を活用した住宅施策を展開していく上で良質な住宅

の供給やその適切な維持管理の推進等果たすべき役割が一層高まることになりま

す。

このようなことから，各団体は住まいづくりやまちづくりの推進母体としての

自覚を持ち，行政や関係団体との連携をより強化することにより，良質な住まい

づくりを促進する役割があります。
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１）（独）住宅金融支援機構

（独）住宅金融支援機構は，全期間固定金利の個人向け住宅ローンのほか，マ

ンションストックの維持管理を支援するための管理組合向け融資等の提供を行っ

ています。また，災害時には県との災害協定に基づく住宅相談窓口の開設や災害

復興住宅の建設・購入，被災住宅の補修のための資金融資などにより，良質な住

宅・住環境整備や災害復興を支援する役割があります。

２）鹿児島県住宅供給公社

鹿児島県住宅供給公社は，県土の均衡ある発展を支える住まいづくりの一環と

して県内各地において良好な宅地や良質な住宅を供給してきました。これからも，

分譲中の団地における宅地の供給や既存の賃貸施設・住宅の適切な維持管理に努

める役割があります。

３）（公財）鹿児島県住宅・建築総合センター

（公財）鹿児島県住宅・建築総合センターは，住宅情報プラザ（ゆとリブかご

しま）等を活用した県民への住宅・建築に関する情報の発信及び建築関係技術者

に対する情報の提供並びに住宅等に係る各種の審査・検査機関としてのノウハウ

を活用した建築物に関する調査研究及び技術支援等を行います。 

また，県民や民間事業者と行政等との相互の連携強化を図るなど，県民や民間

事業者等が利用しやすい総合的な情報相談拠点としての役割があります。

４）（公社）鹿児島県建築士会・（一社）鹿児島県建築士事務所協会

（公社）鹿児島県建築士会及び（一社）鹿児島県建築士事務所協会は，建築士

法に基づき建築士の知識及び技能の向上や業務の適正化を図る立場から，建築士

が担っている住宅等の安全性の確保や魅力的な街並み景観の形成などの役割を支

えるとともに，県民等のまちづくり活動への支援や住宅・建築に関する多様な相

談への対応などの役割があります。

④ＮＰＯ法人等の住まいづくり・まちづくり組織

住宅困窮者への居住サービスを提供する居住支援団体などの組織や健康で快適

な住宅に関する情報を提供する組織，空き家の適正管理や利活用などの活動を行

う組織など県民の参加と様々な分野の専門家や研究者等が参画したＮＰＯ法人等

の住まいづくり・まちづくり組織については，長期にわたる住まいづくりやまち

づくりを担う新たな継続的活動主体としての役割があります。

１）住宅確保要配慮者居住支援法人

住宅セーフティネット法に基づき，住宅確保要配慮者居住支援法人が指定され

ています。

住宅確保要配慮者居住支援法人は，連帯保証人の提供などの賃貸住宅への入居

支援や見守りなどの生活支援サービスの提供など市町村や社会福祉協議会等の公

的機関，不動産団体，住宅関連事業者などと連携し住宅確保要配慮者の入居や暮

らしを支える主体としての役割があります。
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（２）行政の役割～県と市町村の役割～

行政は，住宅困窮者の居住の安定確保に対する取組をはじめ，住宅市場の環境

整備・誘導・補完の役割，福祉等と連携した総合的な住宅施策の展開など住生活

の安定向上に向けた施策の実施及び県民の理解・協力を増進する役割があります。

①県

県民の安全・安心の住まいづくりを念頭に，住生活の向上や地域毎の均衡ある

発展に向けてその責任を果たすべく，市町村や関連団体等と連携しながら，住宅

市場の機能が効果的に発揮できるよう県民，民間事業者，住まいに関わる様々な

団体等に対して的確な情報提供等を行います。

さらに，都市計画や福祉部局等と連携して単一の市町村では対応できない広域

的な事業や効果が複数の市町村にまたがるような広域的な施策等に取り組みます。

また，市町村住宅施策との連携や支援を行います。

②市町村

住民の安全・安心の住まいづくりを念頭に，地域の住宅や住環境に係る課題等

を把握し，地域住民の協力や参加を得ながら地域の特性に応じた住宅施策を展開

する役割があります。このためには，市町村の住宅施策の基本となる市町村住生

活基本計画等の策定に努め，地域住民に住宅施策の基本的な方針等を明らかにし，

これに基づいた施策を計画的かつ持続的に実施する必要があります。

２．計画の進行管理

目標を達成するためには，各種施策の着実な推進が不可欠であることから，各

事業主体等の事業実施状況や指標の達成状況を把握し，的確な検証・評価を行う

など進行管理を行います。 

検証・評価を踏まえて見直しが必要な事項は速やかに検討を行い施策に反映し

ます。 
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３．公営住宅の供給目標量 

県及び市町村は，住宅に困窮する低額所得者などの居住の安定確保を図るため，

公営住宅の供給や適切な管理を行い，需要に応えていくことが求められます。

このため，県及び市町村が本計画の計画期間に供給する公営住宅の目標量を下

表のように定めます。

なお，公営住宅の供給目標量とは，新規の建設，建替による建替後の戸数並び

に既存公営住宅の空き家募集の戸数を合計した戸数です。

公営住宅の供給目標量 

計画期間 令和３～12 年度の 10 年間の合計 

公営住宅の供給目標量 ２５，９００戸 

（うち空き家募集） （２４，３００戸） 

（うち新規・建替などによる供給）  （１，６００戸） 
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４．指標（再掲）

目標の達成状況について，定量的・客観的に把握するための指標を下表のよう

に定めます。

●目標１．「安全な住まい」 

指標 現状値  目標値 

耐震基準（昭和 56 年基準）が求める耐震性を

有しない住宅ストックの比率 

18％ 

（平成 30年）
⇒ 

おおむね解消 

（令和 12年） 

●目標２．「誰もが安心して暮らせる住まい」 

指標 現状値  目標値 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 
2.7％ 

（令和２年） 
⇒ 

４％ 

（令和 12年） 

子育て世帯（18歳未満が含まれる世帯）にお

ける誘導居住面積水準達成率 

33.5％ 

（平成 30年）
⇒ 

50％ 

（令和 12年） 

最低居住面積水準未満率 
3.7％ 

（平成 30年）
⇒ 早期に解消 

高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリー

化率 

40.9％ 

（平成 30年）
⇒ 75％ 

（令和 12年） 

居住支援協議会を設立した市町村数 
３町 

（令和２年） 
⇒ 

10 市町村 

（令和 12年） 

●目標３．「環境にやさしい住まい」 

指標 現状値  目標値 

持ち家として取得した中古住宅数の総住宅に

占める割合 

5.4％ 

（平成 30年）
⇒ 

10％ 

（令和 12年） 

新築住宅における認定長期優良住宅又は認定

低炭素建築物（住宅に限る）の割合 

13.1％ 

（令和２年） 
⇒ 

20％ 

（令和 12年） 

認定長期優良住宅のストック数 
１万１千戸 

（令和２年） 
⇒ 

３万戸 

（令和 12年） 

新設住宅着工に対する木造住宅の割合 
69.6％ 

（令和２年） 
⇒ 

70％ 

（令和 12年） 

マンション相談窓口を設置した市町村数 
１市 

（令和２年） 
⇒ 

分譲マンション

が立地する全市

町村 

（令和 12年）

空家等対策計画を策定した市町村数の全市町

村に占める割合 

72.1％ 

（令和２年） 
⇒ 

全市町村 

（令和 12年）

市町村の取組により改修等がなされた空き家

数 

970 件 

（平成28～令和２年） 
⇒ 

2,000 件 

（令和 12年）

市町村の取組により除却等がなされた空き家

数 

3,100 件 

（平成28～令和２年） 
⇒ 

6,000 件 

（令和 12年）

空き家バンク制度に取り組む市町村数 
37 市町村 

（令和２年） 
⇒ 

全市町村 

（令和 12年）
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《参考》目標に関連して把握していくべき数値（目標値は設定しません）

●目標１．「安全な住まい」

項目 現状値 

住宅の地震時の安全性に関する不満率 
51.5％ 

（平成 30年） 

住宅の台風時の安全性に関する不満率 
47.3％ 

（平成 30年） 

住宅の防犯性に関する不満率 
39.5％ 

（平成 30年） 

住宅の火災に対する安全性に関する不満率 
36.7％ 

（平成 30年） 

●目標２．「誰もが安心して暮らせる住まい」 

項目 現状値 

高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の割合 
85％ 

（令和２年） 

高齢者の居住する住宅の高度のバリアフリー化率 9.4％ 
（平成 30年） 

住宅の高齢者への配慮に関する不満率 
40.5％ 

（平成 30年） 

セーフティネット住宅の登録数 
193 戸 

（令和２年） 

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定数 
３法人 

（令和２年） 

●目標３．「環境にやさしい住まい」 

項目 現状値 

一定の省エネルギー対策が講じられた住宅の割合 16.4％ 
（平成 30年） 

住宅の断熱性に関する不満率 
38.7％ 

（平成 30年） 

住宅の省エネルギー性に関する不満率 
28.5％ 

（平成 30年） 

居住目的のない空き家数（その他の空き家数） 
10 万５千戸 

（平成 30年） 
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